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第２０１回電気通信紛争処理委員会（文書による審議）について 

 

 

令和元年度年次報告について、最終案が取りまとまりました。 

 年次報告は、電気通信紛争処理委員会手続規則（平成１３年総務省令第１５５号）

第３条の規定により、会計年度終了後１か月以内（４月末まで）に総務大臣に報告す

ることとされております。 

 そのため、電気通信紛争処理委員会運営規程（平成１３年電気通信紛争処理委員会

決定第１号）第２条第２項の規定に基づき、第２０１回電気通信紛争処理委員会を文

書による審議（電子メール）で行いたいと存じます。 

つきましては、下記に対する賛成又は反対の御意見を４月１４日（火）までに事務

局あてにご回答いただけますよう、お願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

「令和元年度年次報告」について、別添案のとおり決定し、総務大臣に対し報告す

ることとする。 

 

 

 

以上 

 



令和元年度年次報告

（案） 

令和２年４月 

電気通信紛争処理委員会

002545
タイプライターテキスト




本報告書は、電気通信紛争処理委員会令（平成 13 年政令第 362 号）

第 14 条の規定に基づき、令和元年度における電気通信紛争処理委員会の

活動状況を総務大臣に報告するものである。 

本報告書では、第Ⅰ部に委員会の運営状況を、第Ⅱ部に紛争処理の状況

を、第Ⅲ部に委員会のその他の活動状況等を取りまとめた。 

令 和 ２ 年 ４ 月 1 7 日 

電気通信紛争処理委員会 

（参考）電気通信紛争処理委員会の年次報告に関する参照条文 

○ 電気通信紛争処理委員会令（平成１３年政令第３６２号）

（あっせん及び仲裁の状況の報告）

第十四条 委員会は、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、あ

っせん及び仲裁の状況について報告しなければならない。 

○ 電気通信紛争処理委員会手続規則（平成１３年総務省令第１５５号）

（あっせん及び仲裁の状況の報告）

第三条 令第十四条の規定による報告は、国の会計年度経過後一月以内に、

当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。 

一 あっせん及び仲裁の申請件数 

二 あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の

件数 

三 あっせんにより解決した事件の件数 

四 仲裁判断をした事件の件数 

五 その他電気通信紛争処理委員会（以下「委員会」という。）の事務に

関し重要な事項 
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第Ⅰ部 委員会の運営状況 

第１章 委員及び特別委員の任命状況 

１ 委員の任命 

電気通信紛争処理委員会（以下「委員会」という。）は、電気通信事業、電

波の利用又は放送の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の

同意を得て、総務大臣が任命する委員５名（任期３年）をもって組織される 

（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１４５条、第１４７条及び第

１４８条）。 

令和元年度においては、委員の任期（３年）が満了したことに伴い、令和元

年１２月３日に総務大臣より以下の５名の委員が任命された 1。５名のうち３

名の委員は新任、２名の委員は再任である。 

また、同月２６日に開催した第１９６回委員会において、委員の互選により

田村委員が委員長に、荒川委員が委員長代理に選任され、委員会は新たな体制

で７期目の活動を開始した。 

令和２年３月３１日現在の委員は以下の５名である。 

【委員】 令和２年３月３１日現在 

氏 名 役 職 等 任 命 日 

田村
た む ら

幸一
こういち

（委 員 長） 

弁護士 

（元高松高等裁判所長官） 
令和元年 12月 3日新任 

荒
あ ら

川
か わ

  薫
かおる

（委員長代理） 

明治大学総合数理学部長・

教授 

令和元年 12月 3日再任 

（第 1期：平成 25年 4月 1日 

～平成 25年 12月 2日） 

（第 2期：平成 25年 12月 3日 

～平成 28年 12月 2日） 

（第 3期：平成 28年 12月 3日 

～令和元年 12月 2日） 

1 本任命は、第 200回国会で、令和元年 11月 29日の衆議院本会議及び参議院本会議におけ

る同意の議決を得て行われた。 
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小
お

野
の

武
た け

美
み

東京経済大学経営学部教授 

令和元年 12月 3日再任 

（第 1期：平成 25年 12月 3日 

～平成 28年 12月 2日） 

（第 2期：平成 28年 12月 3日 

～令和元年 12月 2日） 

小塚
こ づ か

荘一郎
そういちろう

学習院大学法学部教授 令和元年 12月 3日新任 

三尾
み お

美枝子
み え こ

弁護士 令和元年 12月 3日新任 

（退任した委員） 

氏 名 役 職 等 任 命 日 

中
な か

山
や ま

隆
た か

夫
お

（委 員 長） 

弁護士 

（元福岡高等裁判所長官） 

（第 1期：平成 25年 12月 3日 

～平成 28年 12月 2日） 

（第 2期：平成 28年 12月 3日 

～令和元年 12月 2日） 

平
ひ ら

沢
さ わ

郁
い く

子
こ

弁護士 

（第 1期：平成 25年 12月 3日 

～平成 28年 12月 2日） 

（第 2期：平成 28年 12月 3日 

～令和元年 12月 2日） 

山
や ま

本
も と

和
か ず

彦
ひ こ 一橋大学大学院法学研究科 

教授 

（第 1期：平成 22年 12月 3日 

～平成 25年 12月 2日） 

（第 2期：平成 25年 12月 3日 

～平成 28年 12月 2日） 

（第 3期：平成 28年 12月 3日 

～令和元年 12月 2日） 

（注）役職は、退任時のものである。 
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＜辞令交付式の様子＞ 

２ 特別委員の任命 

委員会には、委員のほか、あっせん若しくは仲裁に参与させ、又は特別の事

項を調査審議させるため、総務大臣が任命する特別委員（任期２年）を置いて

いる（電気通信紛争処理委員会令（平成１３年政令第３６２号）第１条）。 

令和元年度においては、特別委員の任期（２年）が満了したことに伴い、 

令和元年１１月３０日に総務大臣より以下の８名の特別委員が任命された。

８名のうち、２名の特別委員は新任、６名の特別委員は再任である。 

令和２年３月３１日現在の特別委員は以下の８名である。 

【特別委員】   令和２年３月３１日現在（五十音順） 

氏 名 役 職 等 任 命 日 

青
あ お

柳
や ぎ

由
ゆ

香
か 横浜国立大学大学院 

国際社会科学研究院准教授 

令和元年 11月 30日再任 

（第 1期：平成 27年 11月 30日 

～平成 29年 11月 29日） 

（第 2期：平成 29年 11月 30日 

～令和元年 11月 29日） 
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荒
あら

井
い

 耕
こう

 
一橋大学大学院 

経営管理研究科教授 

令和元年 11 月 30 日再任 

（第 1期：平成 25 年 11 月 30 日 

～平成 27 年 11 月 29 日） 

（第 2期：平成 27 年 11 月 30 日 

～平成 29 年 11 月 29 日） 

（第 3期：平成 29 年 11 月 30 日 

～令和元年11月29日） 

大
おお

橋
はし

 弘
ひろし

東京大学大学院経済学研究

科教授 

東京大学公共政策大学院 

副院長・教授 

令和元年 11 月 30 日再任 

（第 1期：平成 27 年 11 月 30 日 

～平成 29 年 11 月 29 日） 

（第 2期：平成 29 年 11 月 30 日 

～令和元年11月29日） 

眞
さな

田
だ

 幸
ゆき

俊
とし

 
慶應義塾大学理工学部 
電子工学科教授 

令和元年 11 月 30 日再任 

（第 1期：平成 29 年 11 月 30 日 

～令和元年 11 月 29 日）

白山
しらやま

 真一
しんいち

 

公認会計士 
上武大学ビジネス情報学部 
国際ビジネス学科教授 

令和元年 11 月 30 日新任 

杉山
すぎやま

 悦子
え つ こ

 
一橋大学大学院法学研究科 

教授 
令和元年 11 月 30 日新任 

矢
や

入
いり

 郁
いく

子
こ

 
上智大学理工学部 

情報理工学科准教授 

令和元年 11 月 30 日再任 

（第 1期：平成 27 年 11 月 30 日 

～平成 29 年 11 月 29 日） 

（第 2期：平成 29 年 11 月 30 日 

～令和元年11月29日） 

葭葉
よ し ば

 裕子
ひ ろ こ

 弁護士 

令和元年 11 月 30 日再任 

（第 1期：平成 29 年 11 月 30 日 

～令和元年 11 月 29 日）
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（退任した委員） 

氏 名 役 職 等 任 命 日 

小塚
こ づ か

荘一郎
そういちろう

学習院大学法学部教授 

（第 1期：平成 23年 11月 30日 

～平成 25年 11月 29日） 

（第 2期：平成 25年 11月 30日 

～平成 27年 11月 29日） 

（第 3期：平成 27年 11月 30日 

～平成 29年 11月 29日） 

（第 4期：平成 29年 11月 30日 

～令和元年 11月 29日） 

若 林
わかばやし

和
か ず

子
こ

公認会計士 

（第 1期：平成 23年 11月 30日 

～平成 25年 11月 29日） 

（第 2期：平成 25年 11月 30日 

～平成 27年 11月 29日） 

（第 3期：平成 27年 11月 30日 

～平成 29年 11月 29日） 

（第 4期：平成 29年 11月 30日 

～令和元年 11月 29日） 

（注１）役職は、退任時のものである。 

（注２）小塚特別委員（当時）は、令和元年 12 月 3 日に電気通信紛争処理委員

会委員に任命された。 
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第２章 委員会の開催状況 

令和元年度は、以下のとおり１１回の委員会を開催した。 

会合 日 付 議 事 等 

第 190回 平成 31年 

4月 22日～24日 

平成３０年度年次報告の決定及び総務大臣に対す

る報告について 

※文書審議（電気通信紛争処理委員会運営規程（平成１３

年電気通信事業紛争処理委員会決定第１号）第２条第２

項に基づく審議）により開催。

第 191回 令和元年 

5月 14日 

1株式会社ＮＴＴドコモによる５Ｇ関連展示の説明

等について 

2 日本テレビ放送網株式会社の放送施設の視察 

＜視察の様子＞ 

第 192回 6月 25日 1 「ネットワーク中立性に関する研究会 中間報告

書」について 

2 「プラットフォームサービスに関する研究会 中

間報告書」の概要について 
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第 193回 7月 30日 1 「電気通信事業分野における競争ルール等の包括

的検証に関する特別委員会中間報告書（案）」につ

いて 

2 諸外国における情報通信分野の事業者間紛争処

理制度等について 

第 194回 9月 18日 「電気通信事業分野における市場検証（平成３０年

度）年次レポート」について 

第 195回 11月 12日 1 「移動通信分野におけるインフラシェアリングに

係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関す

るガイドライン」について 

2 ＡＤＲの意義と将来 

第 196回 12月 26日 1 委員長代理の指名 

2 あっせん委員及び仲裁委員対象者の指定につい

て 

3 第５世代移動通信システム（５Ｇ）の今と将来展

望について 

＜委員会の様子＞ 

※1 第 196回委員会に先立ち、委員の互選により田村委

員が委員長に選任された。

※2 第 196回委員会に併せ、委員任命に係る辞令交付式

が執り行われた。

第 197回 令和２年 

２月４日 

日本通信株式会社から申請のあった卸電気通信役

務の提供に係る裁定の諮問について 
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第 198回 ２月 20日 日本通信株式会社から申請のあった卸電気通信役

務の提供に係る裁定の諮問に関する審議について 

第 199回 ３月３日 日本通信株式会社から申請のあった卸電気通信役

務の提供に係る裁定の諮問に関する審議について 

第 200回 ３月 25日 日本通信株式会社から申請のあった卸電気通信役

務の提供に係る裁定の諮問に関する審議について 
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第Ⅱ部 紛争処理の状況 

委員会は、次の３つの機能を有している。 

① 電気通信事業者間、電気通信事業者とコンテンツ配信事業者等との間、

ケーブルテレビ事業者等と地上基幹放送（地上テレビジョン放送）事業者と

の間等の紛争に対し、「あっせん」や「仲裁」を実施すること（電気通信事 

業法第１５４条から第１５７条の２まで、電波法（昭和２５年法律第１３１

号）第２７条の３５及び放送法（昭和２５年法律第１３２号）第１４２条） 

② 総務大臣が、接続協定等の細目の裁定、業務改善命令等を行う際、総務大

臣から諮問を受け、審議・答申を行うこと（電気通信事業法第１６０条、

放送法第１４４条）

③ あっせん・仲裁や諮問に対する審議・答申に関し、競争ルールの改善等に

ついて意見があれば、総務大臣に対し勧告を行うこと（電気通信事業法第

１６２条）

また、事務局に事業者等相談窓口を設けて、事業者間の紛争に関する相談や問

合せに対応している。 

なお、委員会の機能等については資料編の【資料１】、これまで委員会で取り

扱った紛争処理の概況については資料編の【資料２】のとおりである。 

１ あっせん・仲裁の処理件数 

令和元年度に委員会が受けたあっせん・仲裁の申請はなく、処理が継続又は

終了した案件もなかった。 

２ 審議・答申 

令和元年度中、卸電気通信役務の提供に係る裁定について総務大臣からの諮

問が１件あり、令和２年３月３１日現在、委員会において審議中である。 

事 案 諮 問 処理状況 

諮問第１１号 令和２年２月４日 審議中 

  裁定申請の概要は、次のとおりである。 

(1) 当事者

・日本通信株式会社（申請者）（以下「日本通信」という。）

・株式会社ＮＴＴドコモ（以下「ドコモ」という。）
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(2) 申請の理由

ドコモの音声通話サービスに係る卸電気通信役務「以下「卸役務」とい

う。」の提供について、協議が不調のため 

(3) 裁定を求める事項

ドコモの音声通話サービスに係る卸役務の提供に関し、総務大臣に対し

て以下の事項について裁定を求めるもの。 

１．ドコモに対し、音声通話サービスを能率的な経営の下における適正な

原価に適正な利潤を加えた金額を基本とする料金で、本件申請の申請人

である日本通信に卸役務として提供すべきとの裁定を求める。 

２．前記１．で求める事項を具現化した卸役務の一つとして、ドコモが現

在「かけ放題オプション」及び「５分通話無料オプション」の名称で利

用者に提供している音声通話料の定額サービスを、能率的な経営の下に

おける適正な原価に適正な利潤を加えた金額を基本とする料金で、日本

通信に提供すべきとの裁定を求める。 

３ 勧告 

令和元年度中、総務大臣への勧告は行わなかった。 

４ 事業者等相談窓口における相談 

令和元年度においては、事業者等相談窓口において、７件の相談及び問合せ

を受けた（平成３０年度は１０件）。相談内容ごとの受付件数及び相談対応結

果は、次のとおりである。 

相 談 内 容 受 付 件 数 

① 卸電気通信役務の提供 １件 

② その他電気通信に係る契約 ２件 

③ 手続きの照会 １件 

④ その他 ３件 

計 ７件 

※ 同一案件に係る複数回の相談を含む。
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（参考）相談件数（平成 23 年度～令和元年度） 

 

 

相談対応結果 件 数 

①  あっせん等の申請があった ０件 

②  事業者間の協議等が進捗し解決した ０件 

③  事業者間協議を継続することとなった ０件 

④  事業者の判断により、協議の継続等を行わない  

こととした 
０件 

⑤  手続に関する説明を行った １件 

⑥  その他 ６件 

計 ７件 

※ 同一案件に係る複数回の相談を含む。 
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第Ⅲ部 委員会のその他の活動状況等 

第１章 政策担当部局等からのヒアリング等 

委員会は、急速に変化しながら発展を続ける電気通信分野の市場環境や政策動

向等を平素から十分に把握し、具体的紛争事案の提起に備える必要がある。 

 このため、令和元年度には、委員会において次のとおり、政策担当部局等から

関係分野に関する情報収集等を行った。 

１ 政策担当部局からのヒアリング

（１）令和元年６月２５日 第１９２回委員会

総合通信基盤局から「ネットワーク中立性に関する研究会中間報告書」に

ついて説明を受け、意見交換を行った。 

【説明の概要】 

・ コンテンツの大容量化やＩｏＴ機器の普及などによるインターネットトラヒッ

クの急増・多様化や、通信に関する様々なビジネスモデルの登場等により、近

年、ネットワークをめぐる環境が大きく変化してきていることを踏まえ、ネッ

トワーク利用及びコスト負担の公平性や透明性確保の在り方等を検討するた

め、「ネットワーク中立性に関する研究会」（座長：森川 博之 東京大学大学

院工学研究科教授）を開催した。 

・ 本研究会では、インターネットが果たしてきた役割を再度確認し、誰もが自由

に活動できる共通基盤として、引き続きインターネットのオープン性を維持す

るためには、ネットワーク中立性の確保が重要だという議論がなされ、ネット

ワーク中立性が確保されているかどうかを判断する上で、以下の５点を基本的

視点としながら、具体的なルールについて検討することとした。 

① ネットワークの利用の公平性の確保

② ネットワークのコスト負担の公平性の確保

③ 十分な情報に基づく消費者の選択の実現

④ 健全な競争環境の整備を通じた電気通信サービスの確実かつ安定的な提供

の確保

⑤ イノベーションや持続的なネットワーク投資の促進

・ 上記の５点を基本的視点としながら、①帯域制御に関するルール、②優先制御

に関するルール、③ゼロレーティングやスポンサードデータに関するルールの

３つのルールについて、論点を整理、さらに、ネットワーク中立性確保のため

の体制等の整備として、ネットワークへの持続的投資の確保及びモニタリング
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体制の整備について、論点を整理の上、取組の方向性を取りまとめた。 

（２）令和元年６月２５日 第１９２回委員会

総合通信基盤局から「プラットフォームサービスに関する研究会」中間報

告書概要について説明を受け、意見交換を行った。 

【説明の概要】 

・ 近年、プラットフォーム事業者が大量の利用者情報を活用してサービスを提供

していること等を踏まえ、利用者情報の適切な取扱いの確保の在り方、オンラ

イン上のフェイクニュースや偽情報への対応等について検討を行うため、「プラ

ットフォームサービスに関する研究会」（座長：宍戸 常寿 東京大学大学院法

学政治学研究科教授）を開催し、以下の事項を中心に、政策対応上解決すべき

課題を抽出した。 

① 利用者情報の適切な取扱いの確保に係る政策対応に関し、国外プラットフォ

ーム事業者が我が国の利用者を対象として通信サービスを提供する場合に

おける電気通信事業法に定める通信の秘密の保護規定の適用及びその履行

確保に係る共同規制的なアプローチを含めた適切な方策の実現のための法

整備等に向けた整理。

② 電気通信サービス・機能とプラットフォームサービス・機能の一体化や連携・

融合の進展を踏まえ、通信の秘密・プライバシーの保護の観点からの規律（ガ

イドライン等）の適用範囲・対象の見直し・明確化に向けた整理。

③ フェイクニュースや偽情報に係る政策対応に関し、民間部門における自主的

な取組を基本として、ファクトチェックの仕組みやプラットフォーム事業者

とファクトチェック機関との連携などの自浄メカニズム等について検討を

深めるなど、具体的な施策の方向性の検討に向けた整理。

・ 上記３点の解決すべき課題をさらに深めて、令和元年１２月までに最終報告書

を取りまとめる予定。

（３）令和元年７月３０日 第１９３回委員会

総合通信基盤局から「電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検

証に関する特別委員会」中間報告書（案）について説明を受け、意見交換を

行った。 

【説明の概要】 

・ ネットワークの仮想化、５Ｇといった技術の革新、グローバル化の進展など市

場の変化、我が国の社会構造の変化など、これまでのネットワーク構造やサー
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ビスを前提とした電気通信事業分野における競争ルールや基盤整備、消費者保

護等の在り方についての見直しが急務となっている。 

・ このような大きな変化に迅速かつ柔軟に対応するため、これまでの政策につい

て包括的に検証した上で、２０３０年頃を見据えた新たな電気通信事業分野に

おける政策の在り方について検討を行う必要があることから、２０１８年８月

に「電気通信事業分野における競争ルール等の包括的検証」について情報通信

審議会に諮問を行い、２０３０年を見据えたネットワークビジョンを踏まえた

電気通信政策の在り方として、①通信ネットワークにおける仮想化の進展への

対応、②他者設備の利用の進展への対応、③市場の融合の進展への対応、④グ

ローバル化の進展への対応といった取組の方向性が示された。 

・ ２０３０年を見据えたネットワークビジョンを巡る個別の政策課題として、 

① 情報通信基盤の整備等の在り方 

② モバイル市場の競争環境の確保の在り方 

③ 消費者保護ルールの在り方 

④ ネットワーク中立性の在り方 

⑤ プラットフォームサービスに関する課題への対応の在り方 

が検討された。 

・ また、電気通信事業法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２６号）附

則第９条において、施行後３年後に、その施行状況について検討を加え、必要

があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされて

おり、①電気通信事業の公正な競争の促進、②電気通信サービスの利用者の保

護、③ドメイン名の名前解決サービスに関する信頼性等の確保について、施行

状況と対応を取りまとめた。 

 

（４）令和元年９月１８日 第１９４回委員会 

   総合通信基盤局から「電気通信事業分野における市場検証（平成３０年度）

年次レポート」について説明を受け、意見交換を行った。 

【説明の概要】 

・ 電気通信事業分野における市場動向の分析・検証を充実させ、電気通信事業者

の業務の適正性等に関するモニタリング機能の強化等を図るに当たり、客観的

かつ専門的な見地から助言を得ることを目的として設置されている、学識経験

者等で構成する電気通信市場検証会議（座長：大橋 弘 東京大学大学院経済

学研究科教授・東京大学公共政策大学院副院長）から助言を得て、「電気通信事

業分野における市場検証（平成３０年度）年次レポート」を令和元年８月２９

日に公表した。 
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・ 「年次レポート」では、移動系通信市場や固定系ブロードバンド市場における

小売・卸売市場別の契約数及び事業者別シェアに関するデータや利用者向けア

ンケート結果等に基づき、電気通信市場における競争状況の分析を行ってい

る。 

・ また、電気通信事業者の業務の適性性等の確認に係る実施方針として、電気通

信事業法の実効性を確保するため、電気通信事業者における法令・ガイドライ

ンの遵守状況やサービス提供に係る課題等の確認を実施した。平成３０年度

は、３つの事項（①固定系通信に関する電気通信事業者の業務の状況等、②移

動系通信に関する電気通信事業者の業務の状況等、③移動系通信における禁止

行為規制に関する業務の状況等）を中心に確認を行った。 

・ 電気通信市場における競争状況の分析、電気通信事業者の業務の適正性等の確

認の結果を踏まえ、事業者間の公正競争の確保及び利用者利便の向上の観点か

ら固定系通信市場及び移動系通信市場のそれぞれについて検証を実施し、重要

となる課題等を整理した。

・ 移動系通信市場に関する検証結果

①楽天モバイルの MNO 算入により事業者間の競争が促進されることが期待さ

れる一方、契約数は既に頭打ち状態であり、この分野において新規需要を大き

く喚起することは困難。 

②利用者のスイッチングコストの低減に向けた取組を実施する必要性は非常に

大きい。 

③今般の電気通信事業法の一部改正により、期間拘束などの行き過ぎた囲い込

みの是正のたのめの制度は整備されたが、引き続き市場における競争環境を注

視し、必要に応じて適切な対応をとることが求められる。 

④移動系通信市場においては、通信モジュールとそれ以外との間での成熟度に

大きな違いが見られることから別々に市場確定をした上での分析が必要である

と考える。 

・ 固定系通信市場に関する検証結果

①NTT 東西のサービス卸の提供において、電気通信事業法上問題となる行為は

確認されなかったが、引き続き注視が必要。 

②サービス卸の事業者変更に要するコストが低下するため、市場における競争

状況に大きな変化が生じる可能性があることから、市場における競争状況や事

業者によるサービスの提供条件等について注視する。 

・ なお、令和元年度以降も市場検証の取組を引き続き実施するに当たり、最近の

電気通信事業分野を取り巻く環境変化等を踏まえた当面の重点事項等について

の基本的な考え方について示した「電気通信事業分野における市場検証に関す
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る基本方針」（令和元年８月２９日）を定めたところである。 

 

（５）令和元年１１月１２日 第１９５回委員会 

   総合通信基盤局から「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る

電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」について説明

を受け、意見交換を行った。 

【説明の概要】 

・ 携帯電話等の移動通信サービスの提供においては、広範な地域に相当多数の基

地局を設置することが必要。特に５Ｇの導入に当たっては、基地局の小セル化

や多セル化が必要となるが、鉄塔の設置場所やビル等の物理スペースは限られ

ており、また、景観上の問題等で新たな鉄塔等の設置が制限される場合もある

ため、ビル屋上やルーラルエリア等の屋外において鉄塔等の設備を他人に使用

させ、又は複数事業者間で共同で使用する「インフラシェアリング」がこれま

で以上に重要である。 

・ 本ガイドラインは、上記を踏まえ、インフラシェアリングの活用による移動通

信ネットワークの円滑な整備を推進する観点から、電気通信事業法及び電波法

の適用関係について明確化を図るもの。 

・ インフラシェアリング事業は、その使用させる設備等の範囲に応じ、多様な事

業形態（ビジネスモデル）が存在しており、これにより電気通信事業法及び電

波法の適用関係が異なることから、その使用させる設備等の範囲に応じ、①土

地、建物、鉄塔等の工作物等の電気通信設備以外の設備を一又は二以上の移動

通信事業者に使用させる事業形態、②空中線、基地局装置、基地局のエントラ

ンス回線等の電気通信設備を一又は二以上の移動通信事業者に使用させる事業

形態に分類し、以下の事項について整理。 

（１）鉄塔等の使用に係る電気通信事業法及び電波法の適用関係 

① 事業開始に必要な手続 

② 提供形態 

③ 提供条件等 

④ 協議が調わなかった場合の手続 

（２）電気通信設備の使用に係る電気通信事業法及び電波法の適用関係 

① 事業開始に必要な手続 

② 提供形態 

③ 提供条件等 

④ 協議が調わなかった場合の手続 

（３）工作物及び電気通信設備の使用に共通の取扱い 
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① 工作物等と電気通信設備を一体的に使用させる場合の取扱い 

② 協議における事業計画等の聴取範囲の明確化 

③ インフラシェアリング事業者コンタクトポイントの明確化 

・ なお、本ガイドラインは、現時点で想定される移動通信分野におけるインフラ

シェアリングのビジネスモデルを前提として策定したものであり、技術、サー

ビスの進歩、インフラシェアリングの進展の程度等を踏まえ、必要に応じその

内容を見直すものとする。 

 

（６）令和元年１２月２６日 第１９６回委員会 

   総合通信基盤局から「第５世代移動通信システム（５Ｇ）の今と将来展望」

について説明を受け、意見交換を行った。 

【説明の概要】 

・ 我が国の移動通信システム（携帯電話及び広帯域移動無線アクセスシステム（Ｂ

ＷＡ））の契約数は令和元年６月末時点で約１億８，０１８万に達し、移動通信

トラヒックは１年で１．２倍となっており、今後も増加が見込まれるところ、こ

れに対応するため、４Ｇの高速化が期待されるほか、５Ｇの開設計画が認定さ

れ、令和２年春より商用サービスが開始された。 

・ ５Ｇは超高速、超低遅延、多数同時接続の３つの特長を有する。従来の移動通信

システムは、携帯電話サービスとしての利用が主であり、産業用途は比較的限ら

れていたが、５Ｇは、医療、農業、建設など、上記の特長を活かした様々な産業

分野における利活用を通じて、ＡＩ／ＩｏＴ時代のＩＣＴ基盤として産業構造

の変革につながると期待されている。 

・ 具体的には、高精細映像を用いた遠隔医療の実現、自宅からの畜産・農業管理や

建機の遠隔操作などによる働き方改革、各種センサー等からの情報収集による

防災、自動運転の実現による地方での移動手段の確保など、様々な形で社会が変

化することが期待される。 

・ なお、諸外国の動向としては、米国、韓国では令和元年４月から、欧州では５月

から、中国では１１月からサービスが開始されている。日本のサービス開始時期

は令和２年春頃であるが、光ファイバの整備等が進んでおり急速な全国展開が

期待される。 

・ 我が国の５Ｇの展開としては、①全国５Ｇの周波数の割当て、②ローカル５Ｇの

実現、③５Ｇの利用促進の３本柱で取組を進めていく。①については、令和元年

４月に開設計画の認定を行った。５Ｇでは、都市部・地方を問わず、事業可能性

のあるエリアを広範にカバーすることとしており、認定の際は、５Ｇの特性をい

かした多用なサービスの広範かつ着実な普及等を確保するための条件を付して
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いる。（ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ／沖縄セルラー電話、ソフトバンク及び楽天モ

バイルの４者から５Ｇの開設計画の認定申請があり、審査結果を踏まえ、開設計

画の認定を行うとともに周波数割当てを実施。） 

・ ②のローカル５Ｇについては、地域や産業の個別のニーズに応じて、地域の企業

や自治体等の様々な主体が、自らの建物内や敷地内でスポット的に柔軟にシス

テムを構築することが可能である。このため、使用用途に応じて必要となる性能

を柔軟に設定することが可能であるほか、他の場所での通信障害や災害の影響

を受けにくいなどといた特長がある。 

・ ローカル５Ｇについては、一部の周波数については先行して、令和元年１２月に

制度化を行い、他の周波数については令和２年１２月の制度化を目指している。 

・ ローカル５Ｇの概要、免許の申請手続、事業者等との連携に対する考え方等を明

確化するため、制度改正と併せてガイドラインを令和元年１２月に公表した。

・ ③については、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０時代を迎え、５ＧをはじめとするＩＣＴイ

ンフラ整備支援策と５Ｇ利活用促進策を一体的かつ効果的に活用し、ＩＣＴイ

ンフラをできる限り早期に日本全国に展開するため、「ＩＣＴインフラ地域展開

マスタープラン」を策定。条件不利地域のエリア整備を含め、特に地方のＩＣＴ

インフラの整備を加速する。

・ このようなインフラ整備に加え、平成２９年度から令和元年度の３年間実施し

た５Ｇ総合実証試験の成果も踏まえ、令和２年度からは地域課題解決型ローカ

ル５Ｇ等の実現に向けた開発実証を実施し、具体的な地域の課題解決に資する

ローカル５Ｇ等の利活用モデルの構築に取り組む。
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２ 委員会における施設視察等（令和元年５月１４日 第１９１回委員会） 

（１） 株式会社ＮＴＴドコモより、５Ｇ関連の展示を含めた取組状況の説明

を受け、意見交換を行った。 

【説明の概要】 

・５Ｇの時代が到来した場合、どのような世界が実現するのか、イメージビデオを

紹介。 

・従来、個人の生活を豊かにすることに主眼が置かれていたが、５Ｇは、様々な産

業とのコラボレーションにより世界が変わってくるものと考えられる。４Ｇまで

は、特に大容量・高速というのが大きな特徴であったため、主にユーザーが多い

都市部を中心に展開してきたが、５Ｇは様々な産業とのコラボレーションが大き

く期待されることから、地方・郊外を含めニーズがあれば積極的に展開したい。 

・５Ｇの主な特徴として、大容量・高速、低遅延、多数接続の３点があげられる。

ＮＴＴドコモとしては、これらの特徴をいかして各産業のパートナー企業と協力

して新しい価値を生み出す、造語ではあるが、「協創」を進めていきたい。 

・現在の具体的な取組としては、「５Ｇオープンパートナープログラム」を開始。国

内外に５Ｇの実験環境を用意し、パートナー企業２，６００社とともに、またパ

ートナー企業同士での「協創」に向けた取組を実施。 

・上記２，６００社のパートナーには、ほぼ全ての業種の企業等が参加しているが、

特徴的なのは、地方自治体も多く参加している点であり、地方創生といった課題

についても取り組んでいく。 

・想定されるユースケースとして、建設現場の働き方改革や、緊急時の遠隔医療、

スポーツ観戦における活用例のビデオを紹介。 
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（２） 日本テレビ放送網株式会社の放送施設 （東京スカイツリー）の視察

を行い、意見交換を行った。 

  ※ 当事者又は第三者の権利、利益を害するおそれがあるため、電気通信

紛争処理委員会運営規程第１６条第１項の規定に基づき非公開で開催

した。 

 

３ 有識者からのヒアリング（令和元年１１月１２日 第１９５回委員会）  

山本 和彦前委員（一橋大学大学院法学研究科教授）から「ＡＤＲの意義と

将来」について説明を受け、意見交換を行った。 

【説明の概要】 

・ＡＤＲは、紛争解決方式又は紛争解決を行う機関の種別により分類すること

が一般的であるが、いずれにせよ、最終的には両当事者が合意して紛争を解

決するというのがＡＤＲの特色であり、裁判と最も大きく異なる点といえ

る。 

・ＡＤＲは強制力を持たない形で紛争を解決することから、民間団体の参入も

可能であり、紛争解決を行う機関の種別として、司法型・行政型・民間型に

分類される。日本のＡＤＲの一つの特徴として、行政型ＡＤＲが比較的様々

な分野で設けられている点があげられる。 

・ＡＤＲのメリットとしては、相対交渉と比較して、中立的な第三者が関与す

ることにより、紛争解決の中立性・公平性が確保できる点がよく指摘される。

また、訴訟と比較して、簡易・迅速・安価であり、秘密を確保しつつ柔軟な

解決結果をえることが可能である点も指摘される。 

・このように、ＡＤＲのメリットは多くある一方で、従来、必ずしも十分に活

用されているとは言えない。その主な原因として、認知度が低いこと、裁判

と比較した場合に相対的に信頼度が低いこと、制度的な使い勝手が悪いこ

と、があげられる。 

・制度的な課題についてはＡＤＲ法が制定されているが、今なおＡＤＲの利用

は活発であるとはいえない状況。実際の活動結果を見ると、解決率が５０％

を超え、解決に要する期間も約半数が３ヶ月以内、４分の３が６ヶ月以内と

非常に迅速であり、善戦していると評価できるが、認知度向上が大きな課題

であり、様々な相談機関との連携を図ることも重要。 

・ＡＤＲの将来に関しては、オンラインのＡＤＲ、ＩＴ又はＡＩを活用した紛

争解決の問題について注目している。ＩＴを活用したＡＤＲは、最近、「Ｏ

ＤＲ ： Ｏｎｌｉｎｅ Ｄｉｓｐｕｔｅ Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ」と言わ
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れ、広義のＯＤＲは、民事紛争の解決にＩＣＴを活用することを指し、狭義

のＯＤＲは、特にプラットフォーム企業における対企業又は顧客間の苦情紛

争解決を指す。広義のＯＤＲが展開していくことにより今後の紛争解決の在

り方が大きく変容していく可能性があるのではないか。 

・ＡＤＲにおけるＡＩの活用可能性については、現在、グローバルで議論がな

されており、紛争解決の分野での「誰も取り残されない社会」を目指し、全

ての人に司法アクセスを提供することがＳＤＧｓの中でも提言され、ＯＥＣ

Ｄ等でも「正義へのアクセス（Ａｃｃｅｓｓ ｔｏ Ｊｕｓｔｉｃｅ）」が

重点的な課題として議論されている。 

・このような世界的潮流を受け、我が国でもオンラインでの紛争解決、ＩＴ化

を積極的に進めていくことがいろいろな場所で議論されているが、「未来投

資戦略２０１７」（平成２９年６月９日閣議決定）を受ける形で裁判手続の

ＩＴ化の具体化に向けた議論が行われている。また、内閣官房に設置されて

いる「裁判手続等のＩＴ化検討会」では、裁判手続を全面的にＩＴ化すると

いうかなり野心的な提案がされている。このように、紛争解決の基幹的なも

のである裁判のＩＴ化が図られていくことは、ＡＤＲを含めた日本に存在す

る全ての紛争解決機関に大きな影響を及ぼしていくものと考えられる。 

・また、「成長戦略フォローアップ」（令和元年６月２１日閣議決定）では、正

面からＩＴ・ＡＩを活用した裁判外紛争解決手続などの民事紛争解決の利用

拡充・機能強化に関する検討を行うことが提言され、内閣官房に「ＯＤＲ活

性化検討会」が設置され議論が進められているところ。 

・早い段階から顧客間の紛争解決にＯＤＲを活用している海外のプラットフ

ォーム企業は全世界で、非常に小さな紛争（商品イメージが異なる等）も含

めて年間６，０００万件の紛争を解決していると言われており、他の大手Ｅ

コマースプラットフォームなどもこれに追随しているが、日本はこの面では

現時点ではやや遅れているところがある。このような取組が日本でもやがて

普及してくれば、日本人の紛争解決に対する意識を大きく変えていくことに

なるのではないか。 

・将来的に、一方で裁判がＩＴ化して他方で民間ＡＤＲがＯＤＲを実装して活

動していくことになれば、行政ＡＤＲに対しても社会的にそのような要請が

強くなっていくのではないかと考えられる。 
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＜講師紹介＞ 

山本 和彦（一橋大学大学院法学研究科教授） 

御経歴： 

昭和５９年 ３月 東京大学法学部卒業 

       ４月 同   法学部助手 

６２年 ６月 東北大学法学部助教授 

 平成 ８年 ４月 一橋大学法学部助教授 

   １２年 ４月 同   大学院国際企業戦略研究科教授 

   １３年 ４月 同   大学院法学研究科教授 

   ２１年１１月 電気通信事業紛争処理委員会特別委員（非常勤） 

２２年１２月 電気通信事業紛争処理委員会委員1（非常勤） 

                   （令和元年１２月退任） 

 

                                                 
1 平成２３年６月電気通信紛争処理委員会に改称 
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第２章 「諸外国における情報通信分野の事業者間紛争処理制度等調

査」の報告 

委員会では、紛争処理を行う際の基礎資料とするために、事務局において実施

した「諸外国における情報通信分野の事業者間紛争処理制度等調査」の概要につ

いて、第１９３回委員会（令和元年７月３０日）で報告を受け意見交換を行った。 

【説明の概要】 

本件調査では、情報通信分野の事業者間紛争処理に関し、諸外国等（米国、ＥＵ、

英国、仏国、韓国）の体制や制度、紛争事案の実績、事例等について調査を行った。 

１．米国の紛争処理制度 

（１）州際・国際通信における紛争処理

① 紛争処理機関

電気通信・放送分野における独立規制機関である連邦通信委員会（ＦＣＣ）

の市場紛争調停部門（ＭＤＲＤ）が担当。 

② 紛争処理制度

・公衆電気通信事業者、無線事業者、国際通信事業者が通信法に違反してい

る可能性があるとして、事業者や組織による申立てが可能（通信法第２０

８条）。

・電気通信事業者やケーブルテレビ事業者の電柱架設について、料金、規定、

条件に関する申立てが可能（通信法第２２４条）。 

（２）州内通信における紛争処理

① 紛争処理機関

州内公益事業（電気通信・電力・ガス・水道事業等）の規制監督権限を持

つ各州の公益事業委員会（ＰＳＣ／ＰＵＣ）が担当。 

② 紛争処理制度

・既存市内電気通信事業者（ＩＬＥＣ）と競争的市内通信事業者（ＣＬＥＣ）

の間の相互接続に関する紛争は各州ＰＳＣ／ＰＵＣが調停・裁定（通信法

第２５２条）。

・交渉の過程で相違が生じた場合は、ＰＳＣ／ＰＵＣによる調停が可能。ま

た、紛争が発生した場合は、当事者は無料でＰＳＣ／ＰＵＣによる裁定を

申請することが可能。

・ＰＳＣ／ＰＵＣが紛争処理措置を行わなかった場合、ＦＣＣが措置を講ず

ることが可能。
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（３）近年の紛争処理件数（裁定事例）

第２０８条に基づく処理 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 

事業者間紛争 ２ ２ ４ ３ ３ 

消費者・事業者間紛争 １ １ ０ ０ ０ 

合計件数 ３ ３ ４ ３ ３ 

第２２４条に基づく処理 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 

合計件数 ３ ７ ２ ３ ０ 

（４）近年の紛争処理事例

通信法第２０８条に関する事例として、移動体通信事業者とＡＴ＆Ｔの間の

携帯電話ローミングに関する命令（２０１６年）、市内地域事業者とＡＴ＆Ｔ

の間のＣＥＡサービス料金（長距離通信事業者と市内通信事業者間で電話を接続する

サービス）に関する命令（２０１７年）などがある。また、通信法第２２４条

に関する事例として、ＩＬＥＣと電力事業者の間の電柱架設に関する紛争（２

０１７年）などがある。

２．ＥＵの紛争処理制度 

（１）ＥＵ域内の国内紛争処理

① 紛争処理機関

ＥＵ加盟国の国内規制機関（ＮＲＡ）が担当。

② 紛争処理制度（欧州電子通信コード指令第２６条）

・加盟国はあっせんなどの紛争解決の仕組みを整えることが求められる。

・あっせんなどで４か月以内に解決できない場合、ＮＲＡは拘束力のある決

定を行わなければならない。

（２）ＥＵ域内の国際紛争処理

① 紛争処理機関

加盟国の電気通信規制機関の代表者で構成される欧州電子通信規制者団

体（ＢＥＲＥＣ）が担当。 

② 紛争処理制度（欧州電子通信コード指令第２７条）

・ＮＲＡはＢＥＲＥＣに紛争処理を図るための意見を求めることが可能。こ

の場合、ＢＥＲＥＣは原則４か月以内で紛争処理の措置に関する意見を公

表。例外を除き、ＮＲＡは紛争処理の措置を講じる前にＢＥＲＥＣによる

意見公表を待たなければならない。

・ＮＲＡが事業者に課す義務は、ＢＥＲＥＣにより採択された意見を最大限

に考慮したものでなければならない。
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※本件調査では国際紛争処理にＢＥＲＥＣが関与したケースは確認できなかった。 

 

３．英国の紛争処理制度 

（１）紛争処理機関 

通信及び放送分野の規制機関である通信庁（Ｏｆｃｏｍ）が担当。 

 

（２）紛争処理制度 

  ① ２００３年通信法第３章に基づく紛争処理 

・Ｏｆｃｏｍは、電子通信ネットワークのアクセス及び権利、周波数の管理

の履行に関する規制上の紛争処理を行う。 

・Ｏｆｃｏｍに対して、紛争処理申請受付から４か月以内の最終決定を義務

付け。 

  ② ２０１６年通信（インフラアクセス）規制（ＡＴＩ規制）に基づく紛争処

理 

・通信事業者は、電力・ガス・水道及び道路事業者等が所有する管路・鉄塔

等のインフラへのアクセスに関し、Ｏｆｃｏｍへ紛争処理の申請が可能。 

・Ｏｆｃｏｍに対して、紛争処理申請受付から４か月以内の最終決定を義務

付け。 

 

（３）ＬＬＵ（ローカルループアンバンドリング）に関する紛争 

  ① ＯＴＡ２（Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ Ｔｅｌｅｃｏｍ Ａｄｊｕｄｉｃａｔｏｒ ２） 

・ＬＬＵの促進を目的として、Ｏｆｃｏｍが任命する仲裁人（５人）により

構成される組織であり、ＬＬＵに関する紛争処理を担当。 

・当事者は、仲裁人による審決に拘束される。 

・通信サービス事業者は「ＯＴＡ２の覚書」を締結することにより紛争処理

の対象となる。 

  ② 紛争処理手続 

・ＬＬＵに関する協議の合意に向けて支援し対話を促進。対話で解決しなか

った場合は審決する。 

 

（４）近年の紛争処理件数（Ｏｆｃｏｍによるもの） 

年度（４月～３月） 
２０１３

年度 
２０１４

年度 
２０１５

年度 
２０１６

年度 
２０１７

年度 

申請件数 ６ ４ ２ ３ ０ 

前年以前からの継続案件 ５ ４ ０ ０ ０ 

解決件数 ３ ８ ２ ２ ０ 

非処理案件 ８ ０ ０ １ ０ 
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（５）近年の紛争処理事例

ＭＶＮＯとＭＮＯであるＶｏｄａｆｏｎｅの間の代替的ローミングプロバ

イダーにおける接続料金等に関する決定（２０１４年）、電気通信事業者５社

とＢＴの間の卸売イーサネットサービスに係る料金設定に関する紛争（２０１

７年）などがある。

４．仏国の紛争処理制度 

（１）相互接続・アクセス契約に関わる紛争

① 紛争処理機関

通信分野の独立規制機関である電子通信・郵便規制機関（ＡＲＣＥＰ）が

担当。 

② 紛争処理制度（郵便・電子通信法典第Ｌ３６－８条）

・相互接続・アクセス条件の不一致、公衆無線網共有に関する係争、ネット

中立性に関する係争を対象。

・通信網運用事業者、通信サービス事業者、地方自治体（ブロードバンド網

構築を主導する自治体）が提訴可能。

・申立ての受理から決定発効までの期間は原則４か月以内。

・相手方の違反行為が重大であれば、通信網の運用に支障ない範囲で保全措

置適用が可能。

（２）市場支配的事業者に関する紛争

① 紛争処理機関

通信分野を含む産業界全体の公正競争環境整備を司る機関である競争機

関が担当。 

② 紛争処理制度（商法典第Ｌ４６３－２条～第Ｌ４６３－９条）

・市場支配的事業者の支配力濫用による他事業者の市場参入・商業活動阻害

に関わる紛争を取り扱う。

・市場支配的事業者がその地位を利用し他事業者に不当な契約条件を強要し

たケースは、ＡＲＣＥＰから競争機関に処理を依頼することが可能。

（３）近年の紛争処理件数

ＡＲＣＥＰによる処理 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 

処理件数 ２ ５ ４ ０ ３ 

相手方に対する決定事
項の通知 

２ ５ ２ ０ １ 

申立ての不受理 ０ ０ ０ ０ ０ 
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申立ての取下げ ０ ０ ２ ０ ２ 

競争機関による処理 
２０１４

年 
２０１５

年 
２０１６

年 
２０１７

年 
２０１８

年 
２０１９

年 

処理件数 １ ４ ２ １ ０ １ 

相手方に対する決定事
項の通知 

０ ３ ２ １ ０ １ 

申立ての不受理 １ １ ０ ０ ０ ０ 

申立ての取下げ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

（４）近年の紛争処理事例

ＡＲＣＥＰによる取扱事例として、移動体通信事業者とオレンジの間の光フ

ァイバ等の相互接続条件の改変に関する紛争（２０１５年）、移動体通信事業

者間の基地局使用条件に関する紛争（２０１５年）などがある。また、競争機

関による取扱事例として、電話番号案内事業者とＧｏｏｇｌｅ間の広告配信サ

ービス提供における市場支配力濫用に関する紛争（２０１９年）などがある。 

５．韓国の紛争処理制度 

（１）紛争処理機関

・通信と放送分野の規制及び利用者保護等を所掌する放送通信委員会（ＫＣ

Ｃ）が担当。

・電気通信分野の事業者間及び事業者・消費者間、放送事業者間の紛争につい

て、それぞれ担当部門を設置。

（２）紛争処理制度

① 裁定（電気通信事業法第４５条）

・相互接続・卸売提供協議不調の場合などに９０日間（最大１８０日間）で

裁定。

・裁定に対し６０日以内に訴訟を起こさない限り合意したものとみされる。

②あっせん（電気通信事業法第４６条）

・当事者間の自主的解決が見込まれる場合や少額の損害賠償については、裁

定申請がなされた後、あっせん手続が行われる。

・紛争が解決できずあっせんが中断した場合は裁定手続が再開される。
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（３）近年の紛争処理件数

２０１１

年 

２０１２

年 

２０１３

年 

２０１４

年 

２０１５

年 

２０１６

年 

２０１７

年 

２０１８

年 

裁定申請件数＊ １０ １５ １２ １４ ６３ ２０ ６３ ３９ 

裁定審決件数＊ ０ ０ ０ １ ６ ０ ７ 

事業者間裁定審決 ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ 

事業者・利用者間
裁定審決 

０ ０ ０ １ ６ ０ ６ 

＊事業者、事業者利用者間の合計 

（４）近年の紛争処理事例

通信機器・部品卸売企業とＭＮＯであるＬＧ Ｕ＋の間で発生した移動通信

サービス卸売提供協定の不調（２０１７年）などがある。

28



第３章 周知広報、利便性向上等のための取組 

委員会の認知度及び利便性の向上等のため、次の取組を行った。 

１ 講演会における委員会業務説明

 一般社団法人テレコムサービス協会と連携し、令和元年５月２９日に大阪府

大阪市において開催された近畿支部総会（主催：同支部）、同月３１日に愛媛

県松山市において開催された四国支部総会（主催：同支部）、同年８月に開催

されたＭＶＮＯ委員会において、電気通信事業者等に対し、委員会の概要、あ

っせんの手続、事業者等相談窓口等について、事務局職員による説明を行った。 

 そのほか、総合通信局等主催の講演会等において委員会のパンフレットを

配布した。 

２ 総合通信局等を通じた周知等

 令和元年１１月１４日の情報通信部長等会議において、総合通信局等に対し、

事務局から委員会の周知について協力依頼を行った。 

 総合通信局等においては、管区内の通信・放送事業者を対象に、講演会やイ

ベント等における委員会のパンフレットの配布等を行うとともに、総合通信局

庁舎内に委員会のパンフレットを設置し、ホームページに委員会のバナーやＵ

ＲＬを掲載する等の取組が行われている。 

３ 電気通信事業者への資料の送付 

 所管部局に依頼し、全国の届出電気通信事業者に対し、委員会が取り扱う事

案及び相談窓口等を記載した資料を送付した。 
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電気通信紛争処理委員会の概要電気通信紛争処理委員会の概要

資料１

１．電気通信紛争処理委員会の設置・組織

大 臣 官 房

総 務 大 臣

総合通信基盤局

国際戦略局

情報流通行政局

事 務 局 長

○ 特別委員８人（非常勤・任期２年）

￭ 総務大臣が任命

￭ あっせん、仲裁に参与。

○ 委員５人（非常勤・任期３年）

￭ 委員は国会の同意を得て総務大臣が任命

○ 委員会の事務を処理するために、委員会
に事務局を設置。

事務局は、通信・放送事業者の監督を担当
する部局から独立し、専門性・中立性を確保。

電気通信紛争処理委員会

事 務 局

参 事 官

紛争処理調査官

上席調査専門官（２名）

調査専門官（３名）

事 務 局 長

参 事 官

紛争処理調査官

上席調査専門官

調査専門官

電気通信事業者間、放送事業者間等の紛争を迅速・公正に処理するため、電気通信事業法

に基づき、総務省に設置された機関。

・平成13年11月、「電気通信事業紛争処理委員会」として発足。

・平成23年6月、放送分野の紛争が追加され、「電気通信紛争処理委員会」に名称変更。
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あっせん・仲裁
 電気通信事業者間の接続に関する紛争、ケーブルテレビ事業者と地上基幹放送（地上テレ

ビジョン放送）事業者との間の再放送の同意に関する紛争等に対し、「あっせん」又は

「仲裁」を実施。

諮問に対する
審議 ・ 答申

 総務大臣が、接続協定に関する協議命令や裁定、再放送の同意に関する裁定、業務改善
命令などの行政処分を行う際、諮問を受け、審議・答申。

勧 告
 あっせん・仲裁や諮問に対する審議・答申に関し、競争ルールの改善等について意見が

あれば、総務大臣に対し勧告。

相 談  事務局に相談窓口を設け、事業者等間の紛争等に関する相談に対応。

通信・放送事業者等 総務大臣

協議命令、裁定

業務改善命令 等

競争ルールの改善等

電気通信紛争処理委員会

あっせん・仲 裁

他事業者等からの
意見申出

法令違反の状況

・電気通信事業者間
の紛争

・ケーブルテレビ事
業者と地上基幹放
送（地上テレビジ
ョン放送）事業者
との間の紛争

等

審 議・答 申

勧 告

申 請

申立て

申 請

諮 問

答 申

諮 問

答 申

２．委員会の機能

３．紛争の種類と紛争処理手続

当事者 協議の内容
協議が不調のときの

紛争処理手続

委員会 総務大臣

電気通信事業者間

○ 電気通信設備の接続に関する協定

（電気通信事業法第154条第1項・第155条第1項）

○ 電気通信設備の共用に関する協定

（電気通信事業法第156条第1項）

○ 電気通信設備設置用工作物の共用に関する協定
（電気通信事業法第156条第1項）

○ 卸電気通信役務の提供に関する契約
（電気通信事業法第156条第2項）

あっせん
仲裁

協議命令
又は裁定

（注）

○ 電気通信役務の円滑な提供の確保のために締結が必要な協定・契約
（電気通信事業法第157条第1項及び第3項）

あっせん
仲裁

－

コンテンツ配信事業者等と
電気通信事業者の間
【91頁2-(17) 参照】

○ コンテンツ配信事業等（※）を営むに当たって利用すべき電気通信役務
の提供に関する契約
（電気通信事業法第157条の2第1項及び第3項）

（※）電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通
信役務を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業（電気通

信事業法第164条第１項第３号）

あっせん
仲裁 －

ケーブルテレビ事業者と
基幹放送事業者との間

○ 地上基幹放送（地上テレビジョン放送）の再放送に係る同意
（放送法第142条第1項及び第3項） あっせん

仲裁
裁定（注）

無線局（※）を開設・変更
しようとする者と他の無線
局（※）の免許人等との間
【96頁3-(6) 参照】

○ 混信等の妨害防止のために必要な措置に関する契約
（電波法第27条の35第1項及び第3項）

(※)電気通信業務、放送の業務その他の総務省令で定める業務を行うこと
を目的とする無線局に限る（電波法第27条の35第1項）

あっせん
仲裁

－

注：「協議命令」又は「裁定」の場合は、総務大臣から電気通信紛争処理委員会へ諮問が行われる。
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４．事業者等相談窓口の設置

電気通信紛争処理委員会の事務局では、事業者等向けの相談窓口として、専用
の電話、メールアドレスを設け、事業者間での協定・契約に関する協議が難航した
場合等の相談に応じ、アドバイスや参考情報の提供等を幅広く行っている。

◆ 相談は、委員会のあっせんや仲裁手続の利用を前提とするものではないため、
協議中のものや今後の対応を決めていない案件についても受け付け。

◆ 「あっせん申請が可能な事案かどうか判断がつかない」といった相談や「あっせん
の手続（制度の概要や申請の方法等）を知りたい」等の問い合わせについても幅広く
受け付け。

◆ 相談は、無料・非公開。
◆ 相談者の了解なしに、相談内容を相手方事業者に伝えることはない。

事業者等相談窓口とは？

【相談専用電話】

TEL. 03-5253-5500
FAX. 03-5512-2502
［電話受付時間］平日9:30～12:00/13:00～17:00

【相談専用メールアドレス】

soudan@ml.soumu.go.jp
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１ あっせん ６９件

２ 仲裁 ３件

３ 諮問・答申 １０件

４ 勧告 ３件

○ 「接続に係る費用負担」に関する件（２件） ○ 「接続に必要な工事」に関する件（１件）

○ 業務改善命令（３件） ○ 接続に関する協議再開命令（３件）

○ 接続協定等の細目に関する裁定（２件） ○ 土地等の使用に関する認可（１件）

○ 地上基幹放送（地上テレビジョン放送）の再放送の同意に関する裁定（１件）

○ 他事業者によるＮＴＴ局舎の利用に関するルールの整備（１件）

○ 通信事業者間の接続において適正な料金設定を行い得る仕組みの整備（１件）

○ ＭＶＮＯとＭＮＯとの間の円滑な協議に資する措置の検討（１件）

○「接続に係る費用負担」に関する件（３９件） ○「接続に必要な工作物の利用」に関する件（５件）

○「接続の諾否」に関する件（５件） ○「設備の利用・運用」に関する件（２件）

○「接続協定の細目」に関する件（２件） ○「接続に必要な工事」に関する件（１件）

○「卸電気通信役務の提供のための契約の細目」に関する件（５件）

○「電気通信役務の提供に係る契約の取次ぎ」に関する件（２件）

○「地上基幹放送（地上テレビジョン放送）の再放送に関する同意」に関する件（８件）

（※いずれも、他方事業者が申請を行わず、仲裁は不実行。その後、あっせんや大臣命令に移行。）

これまでの紛争処理の概況（令和2年3月31日現在） 資料２

注1：「合意が成立し解決」は、当事者間の協議により解決した事件16件及びあっせん案の受諾により解決した事件28件の合計。
注2：「不実行」とは、一定の場合（他方当事者があっせんを拒否した場合、相手の社会的信用の低下を目的としていると認められる場合等）に委員会があっせんしないこと。

（参考）紛争処理件数の内訳

２ あっせんの紛争内容１ 紛争処理等の年度別件数

３ あっせんの処理結果

5

19

1

4
3

14

2
3

7

3
4

1
2

1
1

2
3

2
1 1

1 1 11 1 1

59

34
40

57

17

15

7

10

26

36

22

17

10

7

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元

あっせん 仲裁 諮問・答申 勧告 相談

注：相談件数は、１８年度以降のもののみ
集計。同一案件に係る複数回の相談
（電話・メール・来訪等）を含む。

不実行 (注2)
6件 (8.7％)

合意が成立し解決 (注1)

44件(63.8%)
合意に至らず
（申請取下げ・打切り）
19件(27.5%)

接続に係る

費用負担
39件（56.5％）

接続の諾否
5件（7.2％）

接続に必要な
工作物の利用
5件（7.2％）

卸電気通信役務の提供
のための契約の細目

5件（7.2％）

設備の利用・運用
2件（2.9％）

接続協定の細目
2件（2.9％）

接続に必要な工事
1件(1.4％）

地上基幹放送の
再放送の同意
8件（11.6％）

契約締結の媒介
その他の業務委託

2件（2.9％）
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これまでの紛争処理終了案件の一覧 

Ⅰ あっせん・仲裁 

１ あっせん 

【電気通信事業法関係】 

（１）接続の諾否に関する紛争

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１４年(争) 

第５号 

H14.2.13 申請 

H14.3.6 終了 

彩ネット㈱ 彩ネット㈱による NTT 東日

本の中継光ファイバとの接

続 

合意により解決 

NTT 東日本 

平成１６年(争) 

第３号～第４号 

H16.8.31 申請 

H16.11.1 終了 

ソフトバンク

BB㈱

ソフトバンクＢＢ㈱による

NTT 東日本及び NTT 西日

本の中継光ファイバとの接

続

合意により解決 

※あっせん案受諾NTT 東日本 

NTT 西日本 

平成２１年(争) 

第１号 

H21.9.15 申請 

H22.1.21 終了 

関西ブロード

バンド㈱ 
関西ブロードバンド㈱によ

る NTT 西日本の中継光フ

ァイバとの接続 

合意により解決 

※あっせん案受諾ＮＴＴ西日本 

平成２１年(争) 

第３号 

H21.12.28 申請 

H22.1.15 終了 

生活文化セ

ンター㈱ 生活文化センター㈱による

ＮＴＴドコモとのレイヤ２等で

の接続 

あっせん不実行 

（参考）本件終了後の経

過 

総務大臣の接続協議 

再開命令申立て 

ＮＴＴドコモ 

（２）接続に係る費用負担（接続料及び網改造料等）に関する紛争

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１４年(争) 

第６号 

H14.2.25 申請 

H14.3.12 終了 

彩ネット㈱ 彩ネット㈱による NTT 東日

本に対する網改造料の支

払義務の有無 

合意により解決 

※あっせん案受諾NTT 東日本 

平成１４年(争) 

第９号～第２３号 

H14.7.4 申請 

H14.7.23 終了 

Ａ社 
Ａ社によるＶｏＩＰサービスに

係るＢ社等各社との接続に

関する事業者間精算の方

法 

合意により解決 

※あっせん案受諾Ｂ社等各社 

平成１６年(争) 

第５号～第６号 

H16.12.17 申請 

H17.2.22 終了 

NTT 東日本 

NTT 西日本 
NTT 東日本及び NTT 西日

本による法人向けＩＰ電話

網と平成電電㈱電話網と

の接続条件（接続料等） 

合意により解決 

 (参考)本件申請前の経

緯 

仲 裁 申 請 （ 仲 裁 不 実

行） 

平成電電㈱ 

資料３ 
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事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１７年(争) 

第２号～第３号 

H17.7.8 申請 

H17.10.4 終了 

Ａ社 Ａ社によるＢ社及びＣ社と

の接続に関する網改造の

費用負担（ソフトウェア開発

費用全額の預託金） 

合意に至らず申請取下げ Ｂ社 

Ｃ社 

平成１８年(争) 

第１号～第１４号 

H18.8.9 申請 

H19.3.27 終了 

Ａ社等各社 Ａ社等各社によるＢ社との

接続に関する網使用料の

費用負担 

合意に至らず申請取下げ 

Ｂ社 

平成２１年(争) 

第２号 

H21.10.27 申請 

H22.1.14 終了 

㈲ナインレイ

ヤーズ
㈲ナインレイヤーズによる

NTT 西日本との接続に係る

債権保全措置の要否 

合意により解決 

ＮＴＴ西日本 

平成２３年(争) 

第１号 

H23.5.18 申請 

H24.1.23 終了 

ＮＴＴドコモ ＮＴＴドコモによるソフトバン

クモバイル㈱の接続料の算

定根拠の開示

あっせん打切り 
ソフトバンク

モバイル㈱

平成２３年(争) 

第２号 

H23.6.9 申請 

H24.1.23 終了 

ソフトバンク

モバイル㈱
ソフトバンクモバイル㈱によ

るＮＴＴドコモの接続料の再

精算等

あっせん打切り 

ＮＴＴドコモ 

平成２３年(争) 

第３号～第４号 

H23.6.9 申請 

H24.2.21 終了 

ソフトバンク

テレコム㈱

ソフトバンクテレコム㈱によ

る NTT 東日本及びＮＴＴ西

日本との接続に係るジャン

パ工事費の見直し

合意により解決 
NTT 東日本 

NTT 西日本 

（３）接続のための工事・網改造等に関する紛争

ア 接続に必要な工事

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１４年(争) 

第２号 

H14.2.12 申請 

H14.4.9 終了 

ビ ー ・ ビ ー ・

テクノロジー

㈱
ビー・ビー・テクノロジー㈱

による NTT 西日本の端末

回線との接続に必要なＭＤ

Ｆジャンパ工事の方法 

あっせん打切り 

（参考）本件終了後の経

過 

仲 裁 申 請 （ 仲 裁 不 実

行） 

総務大臣の接続協議 

再開命令申立て 

NTT 西日本 

イ 設備の利用・運用

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１４年(争) 

第７号～第８号 

H14.4.30 申請 

H14.5.10 終了 

Ａ社 Ａ社によるＢ社及びＣ社の

設備に対する工事（Ａ社の

上位プロバイダ変更に伴う 

ＩＰアドレス設定変更）の早

合意により解決 Ｂ社 

Ｃ社 
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期実施 

  ウ 接続協定の細目 

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１９年(争) 

第１号～第２号 

H19.3.23 申請 

H19.4.5 終了 

Ａ社 Ａ社によるＢ社及びＣ社と

のジャンパ線切替工事等に

関する接続協定の細目等 

あっせん不実行 Ｂ社 

Ｃ社 

 

（４）接続に必要な工作物の利用（コロケーション等）に関する紛争 

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１３年（争）

第１号 

H13.12.27 申

請 

H14.1.25 終

了 

Ａ社 
Ａ社による自社伝送路と他

事業者が設置する伝送装

置との間の接続(横つなぎ)

に必要なＢ社のコロケーシ

ョンスペースの利用 

合意により解決 

Ｂ社 

平成１４年(争) 

第１号 

H14.2.1 申請 

H14.2.14 終了 

イー・アクセ

ス㈱ 

イー・アクセス㈱によるNTT

東日本のコロケーションス

ペース、電源及びＭＤＦの

利用 

合意により解決 

（参考）本件に関連した措

置 

総務大臣に対する勧告 
NTT 東日本 

平成１４年(争) 

第３号 

H14.2.12 申請 

H14.2.26 終了 

イー・アクセ

ス㈱ 
イー・アクセス㈱による NTT

西日本のコロケーションス

ペース、電源及びＭＤＦの

利用等 

合意により解決 

NTT 西日本 

平成１４年(争) 

第４号 

H14.2.13 申請 

H14.4.2 終了 

イー・アクセ

ス㈱ 

イー・アクセス㈱によるNTT

西日本のコロケーションス

ペース、電源及びＭＤＦの

利用 

合意により解決 

※あっせん案受諾 NTT 西日本 

平成１５年(争) 

第２号 

H15.6.11 申請 

H15.6.25 終了 

平成電電㈱ 
平成電電㈱による NTT 東

日本の設備（ＭＤＦ）の利用 
合意により解決 

NTT 東日本 

 
（５）卸電気通信役務の提供のための契約の細目に関する紛争 

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成２５年（争） 

第１号 

H25.10.30 申

請 

H26.2.13 終了 

Ａ社 

Ａ社によるＢ社との卸電気

通信役務の提供に係る料

金等の見直し 

合意により解決 

※あっせん案受諾 

 

 

Ｂ社 
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事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成２７年（争） 

第１号 

H27.3.10 申請 

H27.3.23 終了 

Ａ社 Ａ社によるＢ社との卸電気

通信役務の提供に係る契

約の延長 
あっせん不実行 

Ｂ社 

平成２７年（争） 

第２号 

H27.6.9 申請 

H27.11.24 終

了 

Ａ社 
Ａ社によるＢ社との卸電気

通信役務の提供に係る料

金等の見直し 
合意により解決 

Ｂ社 

平成２８年（争） 

第１号 

H28.4.25 申請 

H28.12.28 終

了 

Ａ社 
Ａ社によるＢ社との卸電気

通信役務の提供に係る契

約の締結等 

合意により解決 

※あっせん案受諾及び当

事者間による合意 Ｂ社 

平成２８年（争） 

第２号 

H28.12.2 申請 

H28.12.15 終

了 

Ａ社 Ａ社による NTT コミュニケ

ーションズ㈱との卸電気通

信役務の提供に係る料金

等の見直し 

あっせん不実行 NTT コミュニ

ケーションズ

㈱ 

 
（６）契約締結の媒介その他の業務委託に関する紛争 

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１７年(争) 

第１号 

H17.4.14 申請 

H17.5.13 終了 

イー・アクセ

ス㈱ 
イー・アクセス㈱によるNTT

西日本とのフレッツサービ

ス受付業務の再開 

合意により解決 

NTT 西日本 

平成 30 年(争)

第 1 号 

H30.10.9 申請 

H30.11.6 終了 

Ａ社 Ａ社によるＢ社との取次代

理店契約等に関する手数

料 

あっせん不実行 
Ｂ社 
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【放送法関係】 

地上基幹放送の再放送の同意に関する紛争 

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成２３年（争）

第５号 

H23.7.15 申請 

H24.2.23 終

了 

松 阪 市 ケ ー

ブ ル シ ス テ

ム 

松阪市ケーブルシステムに

よるテレビ愛知㈱の地上テ

レビジョン放送の再放送の

同意 

合意により解決 

 

※あっせん案受諾 

テ レ ビ 愛 知

㈱ 

平成２３年(争) 

第６号 

H23.7.15 申

請 

H24.2.23 終了 

Ａ社 Ａ社によるＢ社の地上テレ

ビジョン放送の再放送の同

意 

合意により解決 

 

※あっせん案受諾 Ｂ社 

平成２３年(争) 

第７号 

H23.7.15 申請 

H24.2.23 終了 

Ａ社 Ａ社によるＢ社の地上テレ

ビジョン放送の再放送の同

意 

合意により解決 

 

※あっせん案受諾 Ｂ社 

平成２４年（争） 

第１号 

H24.9.3 申請 

H25.10.31 終

了 

Ａ組合 Ａ組合によるＢ社の地上テ

レビジョン放送の再放送の

同意 

合意により解決 

Ｂ社 

平成２４年（争） 

第２号 

H24.9.4 申請 

H25.10.31 終

了 

Ａ組合 Ａ組合によるＢ社の地上テ

レビジョン放送の再放送の

同意 

合意により解決 

Ｂ社 

平成２６年（争） 

第１号 

H26.7.23 申請 

H26.10.21 終

了 

大 分 ケ ー ブ

ルテレコム㈱ 

大分ケーブルテレコム㈱に

よる九州朝日放送㈱の地

上テレビジョン放送の再放

送の同意 

合意により解決 

 

※あっせん案受諾 九州朝日放

送㈱ 

平成２６年（争） 

第２号 

H26.7.23 申請 

H26.10.21 終

了 

大 分 ケ ー ブ

ルネットワー

ク㈱ 

大分ケーブルネットワーク

㈱による九州朝日放送㈱

の地上テレビジョン放送の

再放送の同意 

合意により解決 

 

※あっせん案受諾 

九州朝日放

送㈱ 

平成２６年（争） 

第３号 

H26.7.23 申請 

H26.10.21 終

了 

㈱ ケ ー ブ ル

テレビ佐伯 

㈱ケーブルテレビ佐伯によ

る九州朝日放送㈱の地上

テレビジョン放送の再放送

の同意 

合意により解決 

 

※あっせん案受諾 九州朝日放

送㈱ 
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２ 仲裁 

【電気通信事業法関係】 

（１）接続に係る費用負担（接続料及び網改造料等）に関する紛争 

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１６年(争) 

第１号～第２号 

H16.4.2 申請 

H16.4.27 仲裁 

不実行通知 

NTT 東日本 

NTT 西日本 
NTT 東日本及び NTT 西日

本による法人向けＩＰ電話

網と平成電電㈱電話網と

の接続条件（接続料等） 

仲裁不実行 

（参考）本件終了後の経過 

あっせん申請（合意によ

り解決）） 平成電電㈱ 

 

（２）接続のための工事・網改造等に関する紛争 

事件 
申請者 

申請概要 結果 
相手方 

平成１５年（争）

第１号 

H15.2.14 申請 

H15.2.21 仲裁 

不実行通知 

ソフトバンク

BB㈱ ソフトバンク BB㈱による

NTT 西日本の端末回線と

の接続に必要なＭＤＦジャ

ンパ工事の方法 

仲裁不実行 

（参考）本件申請前の経緯 

あっせん申請（あっせん 

打切り） 

（参考）本件終了後の経過 

総務大臣の接続協議 

再開命令申立て 

NTT 西日本 
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Ⅱ 総務大臣からの諮問に対する審議・答申 

【電気通信事業法関係】 

（１）接続協定等に関する協議命令 

答申日等 事案の概要等 

平成１５年８月２０日

電委第５７号 

H15.7.16 諮問 

H15.8.20 答申 

ソフトバンク BB㈱からの申立てを受けた、DSL サービス提供のため

の NTT 西日本との接続に関する接続協議再開命令（平成１５年５

月１６日申立て） 

<参考>本答申前の経緯 
あっせん申請（あっせん打切り） 
仲裁申請（仲裁不実行） 

平成２２年７月８日 

電委第４２号 

H22.6.29 諮問 

H22.7.8 答申 

生活文化センター㈱からの申立てを受けた、直収パケット交換機接

続（レイヤ２接続）等についての、NTT ドコモとの接続に関する接続

協議再開命令（平成２２年１月２５日申立て） 

<参考>本答申前の経緯 

あっせん申請（あっせん不実行） 

平成２９年１月２７日 

電委第４号 

H28.12.8 諮問 

H29.1.27 答申 

日本通信㈱からの申立てを受けた、ソフトバンク㈱が販売したＳＩＭ

ロックがなされた端末及びＳＩＭロックがかかっていない端末との間

の伝送交換を可能とするための、ソフトバンク㈱との接続に関する

接続協議再開命令（平成２８年９月２９日申立て）  

 
（２）接続協定等に関する細目の裁定 

答申日等 事案の概要等 

平成１４年１１月５日 

電委第１１５号 

H14.9.20 諮問 

H14.11.5 答申 

平成電電㈱からの申請を受けた、NTT ドコモ等携帯電話事業者に

対する直収発携帯着の利用者料金の設定に関する裁定（平成１４

年７月１８日申請） 

<参考>本答申に関連した措置 

総務大臣に対する勧告 

平成１９年１１月２２

日 

電委第６９号 

H19.9.21 諮問 

H19.11.22 答申 

日本通信㈱からの申請を受けた、NTT ドコモとの相互接続による

MVNO 事業に関する裁定（平成１９年７月９日申請） 

<参考>本答申に関連した措置 

総務大臣に対する勧告 
 

（３）土地等の使用に関する協議認可 

答申日等 事案の概要等 

平成１４年７月３０日 

電委第９５号 

H14.6.17 諮問 

H14.7.30 答申 

モバイルインターネットサービス㈱からの申請を受けた、無線 LAN

サービスの役務提供のための JR 東日本の土地等の使用に関する

協議認可（平成１４年３月１９日申請） 
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（４）電気通信事業者に対する業務改善命令 

答申日等 事案の概要等 

平成１４年４月１９日

電委第６０号 

H14.4.18 諮問 

H14.4.19 答申 

KDDI㈱に対する、子会社である第二種電気通信事業者を通じた、

地方公共団体に対する届出料金を下回る料金での電気通信役務

の提供についての業務改善命令（平成１４年４月１９日命令） 

平成１６年２月４日 

電委第８号 

H16.1.29 諮問 

H16.2.4 答申 

KDDI㈱に対する、子会社である KCOM㈱を通じた、地方公共団体

に対する届出料金を下回る料金での電気通信役務の提供につい

ての業務改善命令（平成１６年２月５日命令） 

平成２２年２月４日 

電委第１９号 

H22.1.28 諮問 

H22.2.4 答申 

NTT 西日本に対する、他の電気通信事業者等に関する情報の取

扱いについての業務改善命令（平成２２年２月４日命令） 

 
【放送法関係】 

地上基幹放送の再放送の同意に関する裁定 

答申日等 事案の概要等 

平成２５年６月２６日

電委第５４号 

H25.1.30 諮問 

H25.6.26 答申 

㈱ひのきによる讀賣テレビ放送㈱の地上テレビジョン放送の再放送

の同意に関する裁定（平成２５年７月２３日裁定） 

※ 総務大臣裁定後の経緯（調整中） 

・H27.2.25：総務大臣 (株)ひのきからの一部区域についての不同意裁定の取消しを求めた異議申立てを棄却 

・H29.12.7：東京高等裁判所 (株)ひのきからの棄却決定の取消請求を認容する判決 

・H30.9.6：最高裁判所 国による上告申立てを不受理とする旨の決定 

・H30.10.25：讀賣テレビ(株)が区域外再放送に任意同意したことを踏まえ、総務大臣が裁定について拒否処分 

・H31.1.8：(株)ひのきが拒否処分についての審査請求 

・H31.2.8：総務大臣 (株)ひのきからの審査請求を電波監理審議会へ付議 
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Ⅲ 総務大臣に対する勧告 

【電気通信事業法関係】 

発出 概要等 

平成１４年２月２６日 

電委第３２号 

コロケーションのルール改善に向けた勧告 

<参考>本勧告の関連事案 

イー・アクセス㈱による NTT 東日本のコロケーションスペース、電

源及び MDF の利用に関するあっせん申請（合意により解決） 

平成１４年１１月５日 

電委第１１５号 

接続における適正な料金設定が行い得る仕組みの整備の勧告 

<参考>本勧告の関連事案 

平成電電㈱からの申請を受けた、NTT ドコモ等携帯電話事業者

に対する直収発携帯着の利用者料金の設定に関する裁定 

平成１９年１１月２２

日 

電委第６９号 

接続料金の算定の在り方など MVNO と MNO との間の円滑な協議

に資する措置の勧告 

<参考>本勧告の関連事案 

日本通信㈱からの申請を受けた、NTT ドコモとの相互接続による

MVNO 事業に関する裁定 

 
（注）実際の紛争は、内容が複雑に絡み合っており、以上の分類は厳密なも

のではない。 
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紛争処理対象分野の動向

１ 電気通信事業の市場動向

２ 電気通信事業に関する規律

３ 電波利用の動向

４ 放送事業の動向

本編で使用している資料は、総務省国際戦略局、情報流通行政局、総

合通信基盤局及び電気通信紛争処理委員会事務局で作成した資料をも

とに構成されている。

資料４ 
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１ 電気通信事業の市場動向

(1) 電気通信事業者数の推移

(2) 国内の電気通信業界の主な変遷

(3) 電気通信事業者等の売上高の状況（平成３０年度）

(4) 電気通信市場における環境変化

(5) ブロードバンドサービスの契約数の推移

(6) 固定通信トラヒックと移動通信トラヒック

(7) 移動系通信の契約数における事業者別シェアの推移

(8) 固定系ブロードバンドサービス契約数における事業者別シェアの推移

(9) MVNOサービスの契約数の推移

(10) MVNOサービスの区分契約数・事業者数

(11) NTT東西による光回線の卸売サービスの概要

(12) NTT東西による光回線の卸売サービスの契約数

(13) NTT東西による光回線の卸売サービスの卸先事業者数

(14) NTT東西のFTTH契約数及び当該契約数に占める卸売サービスの契約数比率

(15) インターネット附随サービス業
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4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

・競争原理の導入
・電電公社の民営化

・１種、２種事業区分の廃止
（登録／届出制へ）

・料金・約款規制の原則廃止

・ 昭和60年以降、電気通信事業者数は大幅に増加し、令和２年４月１日現在、２万９４７者が参入。
・ その大半（約98％）は届出電気通信事業者。

1- 1 電気通信事業者数の推移

（注）登録電気通信事業者とは、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者のうち総務省令で定める規模（端末系伝送路設備の設置の区域が一の市町村（特別区を含
む。）を超えるか、又は中継系伝送路設備の設置区域が一の都道府県を越えるもの）以上の電気通信事業者。
届出電気通信事業者とは、それ以外の電気通信事業者。

(社)

○ 令和２年４月１日現在

登録電気通信事業者 ３２７者

届出電気通信事業者 ２０,６２０者

合 計 ２０,９４７者

第１種電気通信事業者第１種電気通信事業者

第
２
種
電
気
通
信
事
業
者

登録電気通信事業者登録電気通信事業者

届
出
電
気
通
信
事
業
者

ＮＴＴの再編成

○ 平成１６年３月

第１種電気通信事業者 ４２２者

第２種電気通信事業者 １２，０４４者

合 計 １２，４６６者

○ 昭和６１年４月

第１種電気通信事業者 ７者

第２種電気通信事業者 ２０９者

合 計 ２１６者
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(平成17年2月ソフトバンクが買収)

(平成18年1月合併)

(昭和63年5月分割・新設)

［平成11年7月分割・再編］

ＮＴＴ(持株会社)*

(平成4年7月分割・再編)

ＩＩＪ
(平成15年9月出資・筆頭株主)

Ｋ Ｄ Ｄ

日本高速通信(TWJ)

Ｄ Ｄ Ｉ

日本移動通信(IDO)

(昭和28年4月国際電話開始、
平成9年7月国内中継電話開始)

(平成元年9月国内中継電話開始)

(平成元年9月国内中継電話開始)

［昭和60年4月民営化］

Ｎ
Ｔ
Ｔ

(平成10年12月合併)

セルラー系７社

(平成13年10月合併) (平成17年10月合併)

(平成2年5月加入電話開始)

日本テレコム

日本国際通信(ITJ)

国際デジタル通信(IDC)

(平成元年9月国内中継電話開始)

(平成3年10月国際電話開始)

(平成3年10月国際電話開始)

(平成9年10月合併)

Ｊフォン

日本テレコム

Ｊフォン ボーダフォン

デジタルホン
(英BTが出資)

(平成13年9月
英ボーダフォンが株式取得)

(平成11年6月英C&Wが買収、社名変更)
ソフトバンクテレコム

(平成17年7月合併)

(平成12年10月DSL事業開始）

ＮＴＴ東日本（地域）*

ＮＴＴ西日本（地域）*

(平成16年7月リップルウッドからソフトバンクが買収）

(平成18年10月社名変更)

日本テレコムHD

(平成14年8月HD化) 

ボーダフォンHD

(平成15年12月社名変更) (平成18年4月ソフトバンクが
買収、10月社名変更）

(平成19年3月携帯電話事業開始）

(平成20年7月 １社に合併)

ＤＤＩﾎﾟｹｯﾄ

ソフトバンクBB
(平成13年9月 DSL事業開始)

(平成13年1月DSL事業開始） アッカ・ネットワークス

イー・アクセス
イー・モバイル

パワードコム

(平成19年8月
出資)

UQｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞUQｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

(平成21年6月合併）

ウィルコム

(平成16年10月ｶｰﾗｲﾙが株式取得) (平成22年12月
吸収分割）

(

平
成
12
年
10
月
合
併)

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ

ｹｰﾌﾞﾙ･ｱﾝﾄﾞ・ﾜｲﾔﾚｽIDC

ＤＤＩﾎﾟｹｯﾄ

(昭和63年アナログ自動車電話開始)

（*特殊会社）

(平成23年3月合併)

沖縄セルラー電話

沖縄セルラー電話

KDDI

ジュピターテレコム
(平成9年７月 固定電話事業開始)

ｼﾞｭﾋﾟﾀｰﾃﾚｺﾑ（J:COM）

ジャパン・ケーブルネット
(平成17年12月 固定電話事業開始) (平成25年4月連結子会社化)

(平成26年4月合併)

KDDIグループ

NTT東日本

NTT（持株会社）

NTT西日本

NTTコミュニケーションズ

NTTドコモ

ＢＢテクノロジー

ワイモバイル

（
平
成
26
年
６
月
合
併
）

ソフトバンクIDC

ソフトバンクモバイル

（平成27年4月
連結子会社化）

(平成15年4月パワードコムと合併・社名変更)

NTTグループ

NTTデータ

ＮＴＴｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（長距離・国際）

ａｕ ツーカー３社

(昭和61年4月データ伝送事業開始)

日本電気

NECビッグローブ ビッグローブ

(平成29年1月連結子会社化)

ビッグローブ
(平成18年7月分社) (平成26年4月独立・社名変更)東京通信ﾈｯﾄﾜｰｸ(TTNet)

(

平
成
27
年
4
月
合
併)

ソ
フ
ト
バ
ン
ク

ヤフー(平成13年9月データ伝送事業開始)

(平成13年5月英ボーダフォンが株式取得)

(昭和28年4月日本電信電話公社設立)

(平成15年10 月社名変更)

(平成17年2月社名変更)

(平成19年3月社名変更)

(平成26年7月社名変更)

ソフトバンク

Wireless City Planning

ソフトバンクグループ

(平成25年4月連結子会社化)

ヤフー

楽天グループ

楽天コミュニケーションズ

楽天モバイル

(平成13年2月データ伝送事業開始)
楽天コミュニケーションズ(平成19年8月楽天が買収） (平成27年12月社名変更）

(平成30年4月1.7GHz帯開設計画の認定）

(平成26年2月MVNO事業提供開始）

(平成21年2月子会社化）

ＮＴＴドコモ（移動）

ＮＴＴデータ

フュージョン・コミュニケーションズ

(平成22年4月メッセージ伝送サービス提供開始） 楽天

LINEモバイル

LINEモバイル
(平成30年3月
業務提携)

楽天モバイルネットワーク 楽天モバイル

(平成31年4月MVNO
事業移管・社名変更）

1- 2 国内の電気通信業界の主な変遷

※ 各事業者の決算資料等に基づき総務省にて作成。
※ 国内事業者（国内事業者の海外子会社を含む）が海外で行う事業の売上を含む。
※ その他には、「電力系通信事業者」、「スカパーJSAT㈱」を含む。

0円

5兆円

10兆円

15兆円

20兆円

25兆円

昭和60年 平成30 年

NTTドコモ：
4兆8,408億円

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ：
9兆6,022億円

NTT：5兆1,340億円

KDD：2,230億円

NTTコム：9,584億円

NTT東：1兆7,406億円

NTT西：1兆3,945億円

5兆3,570億円

27兆1,035億円

その他：5,411億円

NTTグループ
11兆8,798億円

KDDIグループ
5兆0,804億円

ソフトバンクグループ

9兆6,022億円

33年

KDDIグループ：
5兆0,804億円

（ＮＴＴ民営化）

NTTｸﾞﾙｰﾌﾟその他：
2兆9,455億円

1- 3 電気通信事業者等の売上高の状況（平成３０年度）
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1-4 電気通信市場における環境変化

 固定電話契約数は、2012年９月に固定系ブロードバンドに逆転され、１９９７年１１月のピーク時（６，３２２万件）の

３割に減少（１，８８４万契約）。

 移動電話の契約数は、2000年１１月に固定電話契約数を抜き、１億８，０００万契約を超える。

(万契約）

2019年
12月末

2019年12月末時点

（出典） 電気通信事業報告規則に基づく報告

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000
固定電話

移動電話

3.9-4世代携帯電話（LTE）

固定系ブロードバンド

IP電話

（西暦）

移動電話
18,465

固定系ブロードバンド
4,099

IP電話
4,395

固定電話と移動電話が逆転
（2000年11月）

固定電話と固定系ブロード
バンドが逆転（2012年9月）

（携帯電話、PHS)

（光ファイバ、DSL、ＣＡＴＶインターネット、FWA)

（NTT東西加入電話（ISDNを含む）、直収電話、ＣＡＴＶ電話)

3.9-4世代

携帯電話
（LTE）
14,850

固定電話
1,884

1990年
3月末

注１：各年は３月末時点の数字（2019年12月末を除く）。
注２：移動電話は、2013年度第２四半期以降、グループ内取引調整後の契約数。

2019年
3月末

1-5 ブロードバンドサービスの契約数の推移

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500
FTTH

ＤＳＬ

ＣＡＴＶ

ＦＷＡ

FWA 0万

FTTH
3,272万

DSL
148万

CATV
678万

FTTHがDSLを逆転
（2008年6月）

01.3 19.3 19.12

固定系 移動系

 ３．９－４世代携帯電話（ＬＴＥ）アクセスサービスの契
約数は、前年度比約1.1倍に増加。

 FTTH（光ファイバ）は、2008年６月にＤＳＬ契約数を超
え、現在、固定系ブロードバンド全体の約８割を占める。

（出典）電気通信事業報告規則に基づく報告

※ 各年は３月末時点の数字（2019年12月末を除く）。
※ 2010年におけるCATVアクセスサービスについては、一部事業者より集計方法の変更が報告さ

れたため、前年度との間で変動が生じている。
※ FWA:Fixed Wireless Access（固定無線アクセス）
※ DSL:Digital Subscriber Line（デジタル加入者線）

（万契約）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

3.9-4世代携帯電話（LTE）

ＢＷＡ

（万契約）

３．９－４世代
携帯電話
（LTE）
1億4,850万

BWA
6,984万

※ 各年は３月末時点の数字（2019年12月末を除く）。
※ BWA：Broadband Wireless Access（広帯域移動無線アクセス）

19.309.3

2019年12月末時点 2019年12月末時点

19.12
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1- 6 固定通信トラヒックと移動通信トラヒック

○ 我が国のブロードバンドサービス契約者(*1)の総ダウンロードトラヒックは前年同月比15.2%増。
○ 我が国の移動通信の総ダウンロードトラヒックは前年同月比20.2%増。

2,564 

3,082 

374 447 

10,976 

12,650 

1,401 
1,571 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

(Gbps)

(*1) FTTH、DSL、CATV、FWA
(*2) 2011年5月以前は、携帯電話網との間の移動通信トラヒックの一部が含まれる。
(*3) 『総務省 我が国の移動通信トラヒックの現状（令和元年9月分）』より引用（3月、6月、9月、12月に計測）
(*4) 2017年5月より協力ISPが5社から9社に増加し、9社からの情報による集計値及び推定値としたため、不連続が生じている。
(*5) 2017年5月から11月までの期間に、協力事業者の一部において計測方法を見直したため、不連続が生じている。

15.2%
増加

20.2%
増加

我が国の移動通信の
総アップロードトラヒック(*3)

447Gbps

我が国の移動通信の

総ダウンロードトラヒック(*3) 

3,082Gbps

我が国のブロードバンド
契約者の総ダウンロード

トラヒック (*2) (*4)

12,650Gbps （推定値）

我が国のブロードバンド
契約者の総アップロード

トラヒック (*2) (*4) (*5) 

1,571Gbps （推定値）

19.8%
増加

12.1%
増加

23.3%
増加

34.3%
増加

移動系通信の契約数における事業者別シェア（グループ別）は、NTTドコモ37.4％、ＫＤＤＩグループ27.8％、

ソフトバンクグループ21.9％。

1-7 移動系通信の契約数における事業者別シェアの推移

【移動系通信】

注１：「ＫＤＤＩグループ」には、ＫＤＤＩ、沖縄セルラー及びＵＱコミュニケーションズが含まれる。
注２：「ソフトバンクグループ」には、ソフトバンク及びワイモバイル（2014年度第４四半期）が含まれる。
注３：ソフトバンクモバイルは2015年４月１日付けでソフトバンクＢＢ、ソフトバンクテレコム及びワイモバイルと合併し、同年７月１日

付けでソフトバンクに社名変更。以下同じ。
注４：ＭＶＮＯのシェアを提供元のＭＮＯグループごとに合算し、当該ＭＮＯグループ名の後に「（ＭＶＮＯ）」と付記して示してい

る。以下このページにおいて同じ。
注５：2019年度第３四半期における楽天モバイルのＭＮＯサービスのシェアは0.1％未満。また、楽天モバイルが提供するＭＶＮ

Ｏサービスは、「ＮＴＴドコモ（ＭＶＮＯ）」及び「ＫＤＤＩグループ（ＭＶＮＯ）」に含まれる。以下このページにおいて同じ。

（参考） 【 携帯電話 】

注１：「ＫＤＤＩグループ」には、ＫＤＤＩ、沖縄セルラー及びＵＱコミュニケーションズ（2015年度第４四半期以降）が含まれる。
注２：「ソフトバンクグループ」には、ソフトバンク及びワイモバイル（2014年度第４四半期）が含まれる。
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1- 8 固定系ブロードバンドサービスの契約数における事業者別シェアの推移

固定系ブロードバンドサービスの契約数におけるＮＴＴ東西のシェアは、20.6％。

注１：この事業者別シェアはＦＴＴＨ、ＤＳＬ及びＣＡＴＶインターネット（同軸・ＨＦＣ）を対象としており、ＦＷＡを含んでいない。
注２：「ＫＤＤＩ」には、沖縄セルラー、ＪＣＮ（2013年度第４四半期）、ＣＴＣ、ＯＴＮｅｔ及びＪ:ＣＯＭグループが含まれる。以下この「（１）データ系通信」の①及び③において同じ。
注３：「その他電力系事業者」には、北陸通信ネットワーク（2018年度第３四半期まで）、ＳＴＮｅｔ、ＱＴｎｅｔ、エネルギア・コミュニケーションズ及びファミリーネット・ジャパンが含まれる。
注４：2014年度までの事業者のシェアには、卸電気通信役務の提供に係るものも含む。2015年度以降については、卸電気通信役務を利用してＦＴＴＨアクセスサービスを提供する事業者のシェア

を、当該卸電気通信役務を提供する事業者（その他に含まれる事業者は除く。）ごとに合算し、当該事業者名の後に「（卸）」と付記して示している。以下この「（１）データ系通信」の①及び③において同じ。
注５：ケイ・オプティコムはオプテージに社名変更（2019年第１四半期）。以下同じ。

1- 9 ＭＶＮＯサービスの契約数の推移

【ＭＶＮＯサービスの契約数の推移】 【移動系通信の契約数におけるＭＮＯ・ＭＶＮＯ別の純増減数の推移】

（万件）

出典:総務省資料

 2019年12月末の契約数は2,388万（前年同期比＋15.5％）であり、増加している。

※SIMカード型：MNOとは異なる独自の料金プランのデータ・音声
サービスをSIMカードを使用して提供する形態

8.0

出典:総務省資料

（参考）直近１年間の純増数
MNO：405万
MVNO：205万

575 639 725
769 849 923 970
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1-10 ＭＶＮＯサービスの区分別契約数・事業者数

【MVNOサービスの区分別契約数】

・契約数が３万以上のＭＶＮＯのサービスの区分別契約数はＳＩＭカード型が1,503万（前期比＋5.3％、前年同期比＋21.7％）、
通信モジュールが660万（前期比＋4.1％、前年同期比＋19.4％）となっている。

・一次ＭＶＮＯ※１サービスの事業者数は595（前期比＋19者、前年同期比＋75）となっている。二次以降のＭＶＮＯ※２サービ
スの事業者数は497（前期比＋14、前年同期比＋34）となっている。

注１：提供している契約数が３万以上のＭＶＮＯからの報告を基に作成。そのため、「ＭＶＮＯサービスの契約数の推移」とは合計値が異なる。
注２：「その他」は、「ＳＩＭカード型」、「通信モジュール」及び「単純再販」のいずれの区分にも属さないＭＶＮＯサービス。
注３：それぞれの区分については以下のとおり。
・ＳＩＭカード型：ＳＩＭカードを使用してＭＶＮＯサービスを提供している場合（ＳＩＭカードが製品に組み込まれている場合を含む。）で、

自ら最終利用者に提供しているもの。
・通信モジュール：特定の業務の用に供する通信に用途が限定されているモジュール向けに提供している場合で、自ら最終利用者に提供してい

るもの。
・単純再販：ＭＮＯが提供するサービスと同内容のＭＶＮＯサービスを提供している場合で、自ら最終利用者に提供しているもの。
・その他：「再卸」、「ＳＩＭカード型」、「通信モジュール」及び「単純再販」のいずれにも属さないＭＶＮＯサービス。

【ＭＶＮＯサービスの事業者数】
※１ ＭＮＯから直接回線の提供を受けるＭＶＮＯ。 ※２ ＭＶＮＯから回線の提供を受けるＭＶＮＯ。

注１：ＭＮＯ、一次ＭＶＮＯ及び提供している契約数が３万以上の二次以降ＭＶＮＯからの報告を基に作成。
注２：契約数３万未満である二次以降のＭＶＮＯのみから回線の提供を受けている契約数３万未満のＭＶＮＯの事業者数は含まない。
注３：二次以降のＭＶＮＯサービスの事業者数については、2015年度第４四半期より報告事項に追加されている。
注４：事業者報告の修正により、2018年度第３四半期から2019年度第２四半期までの事業者数について修正を行っている。

注１：契約数が３万以上のＭＶＮＯからの報告を基に作成。
注２：契約数３万未満のＭＶＮＯの事業者数は含まない。
注３：括弧内はそれぞれの区分に係るサービスの提供に当たり、ＭＮＯから直接回線の提供を受けるＭＶＮＯの事業者数。

【ＭＶＮＯサービスの区分別事業者数】

【ＭＶＮＯサービス区分「再卸」の契約数の推移】

（単位：事業者数）

（単位：万契約）

注：契約数が３万以上のＭＶＮＯからの報告を基に作成。

1- 11 ＮＴＴ東西による光回線の卸売サービスの概要

ＮＴＴ東日本・西日本は、平成２７年２月より、光回線の卸売サービスの提供を開始。
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1- 12 ＮＴＴ東西による光回線の卸売サービスの契約数

・ＮＴＴ東西による光回線の卸売サービスの契約数は、NTT東西合計で1,363万（2019年12月末）。

・NTT東西別でみると、NTT西日本に比べ、NTT東日本が提供する契約数の方が大きく、全契約数の約59％。

・新規の開通数も徐々に増えているものの、全開通数の約54％は転用※。

累計開通数の推移契約数の推移

※転用：「フレッツ光」を利用中のユーザーが電話番号等を変更することなく卸先事業者の提供するサービスに切り替えること

注１：数値は表示単位未満を四捨五入しているため、合計の数値等が一致しない場合がある。
注２：NTT東西において卸解約数の新規・転用別の内訳を集計していないため、卸契約数の新規・転用別の内訳は不明。

1- 13 ＮＴＴ東西による光回線の卸売サービスの卸先事業者数

・ 卸先事業者数は、NTT東西の両者から卸電気通信役務の提供を受けている事業者の重複を排除した
場合では783者。重複を排除しない単純合算の場合では1174者（2019年12月末）。

・ 卸先事業者の約半数（376者）に対し、NTT東西の両者が卸電気通信役務を提供。

（参考）事業者の分類（主な業種による分類）

●MNO ： ２者
●CATV事業者 ： 78者
●ISP・MVNO事業者 ： 558者
●その他事業者 ： 145者
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1- 14 NTT東西のFTTH契約数及び当該契約数に占めるサービス卸の契約数比率

1- 15 インターネット附随サービス業

サービス別企業数 サービス別売上高

 2018年度企業数は530社。
 2018年度売上高は2兆6,897億円（前年度比5.0％増）で前年の最高値を更新。
サービス別では、クラウドコンピューティングサービス（同33.2％増）、サーバ管理受託業

（同32.3％増）が大幅な増加。また、主力のウェブコンテンツ配信業（同1.4％増）、
ショッピングサイト運営業及びオークションサイト運営業（同2.5増）の増加となっている。
 1企業当たり売上高は50.7億円（同4.8％増）。

※複数事業を併営する企業があるため、企業数の合計と内訳の和は必ずしも一致しない。
※売上高の内訳に回答のない企業があるため、売上高の合計と内訳の和は一致しない。

【総務省・経済産業省「2019年情報通信業基本調査」をもとに作成】

ウェブコンテン

ツ配信業, 133

社

クラウドコンピューティン

グサービス, 122 社

ショッピング・サイト

運営業及びオーク

ション・サイト運営

業, 73 社
ウェブ情報検索サービス業, 68 社

サーバ管理受

託業, 67 社

情報ネットワーク・セキュ

リティ・サービス業, 65 社

課金・決済代行業, 25 社

電子掲示板・ブログサー

ビス・ＳＮＳ運営業, 18 社

電子認証業, 13 社

その他, 140 社

ウェブコンテンツ配信業,

7706.1億

ショッピング・サイト運営業及びオーク

ション・サイト運営業, 3293.3億

クラウドコンピュー

ティングサービス,

1697.1億
ウェブ情報検索サービス業, 1189.3億

課金・決済代行業, 

1059.3億

情報ネットワーク・セ

キュリティ・サービス

業, 1055.0億

サーバ管理受託業, 

350.4億

電子掲示板・ブロ

グサービス・ＳＮＳ

運営業, 271.8億

電子認証業, 94.3億

その他, 10182.1億

合計530社
合計2兆
6,897億円
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２ 電気通信事業に関する規律

(1) 現行の電気通信事業法による規律の概要
(2) 電気通信事業に関する規律
(3) 現行のＮＴＴ法の枠組み
(4) 市場支配力を有する電気通信事業者に対する禁止行為
(5) 指定電気通信設備制度の枠組み
(6) 指定電気通信設備の範囲
(7) 接続義務・接続拒否事由
(8) ＮＴＴ東西の接続料の算定方式
(9) 長期増分費用方式に基づく接続料の推移
(10) 加入光ファイバの接続料
(11) 加入光ファイバ接続料の推移
(12) モバイル接続料の推移
(13) 卸電気通信役務と接続の違い
(14) ＮＴＴ東西の光回線の卸売サービスに関するガイドラインの概要
(15) ＭＶＮＯガイドラインの概要
(16) 事業者間協議の円滑化に関するガイドラインの概要
(17) 接続等に関し取得・負担すべき金額に関する裁定方針の概要
(18) 「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の

適用関係に関するガイドライン」の概要
(19) コンテンツ配信事業者等に係る紛争

電気通信事業者 第一種指定電気通信設備を

設置する電気通信事業者（固定系）

第二種指定電気通信設備を

設置する電気通信事業者（移動系）

参入・退出規制

外資規制

【参入】

登録 （①端末系伝送路設備の設置区域が同一市町村の区域を超える場合、または②中継系伝送路設備の設置区間が一の都道府県の区域を超える場
合）

上記以外の場合は届出
【退出】

事後届出 （利用者に対しては予め相当の期間をおいて周知が必要）
【外資規制】

なし （NTT持株に対しては3分の1の外資規制）

料金・約款規制

原則として自由

【基礎的電気通信役務（ユニバーサルサービス：国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき役務）】
契約約款の作成、届出

【指定電気通信役務（※1）】
保障契約約款の作成、届出

【特定電気通信役務（※2）】
プライスキャップ規制（上限価格規制）

利用者保護 事業休廃止の際の利用者に対する事前周知義務、電気通信役務の提供条件に関する説明義務、苦情等に関する適切・迅速な処理義務

非
対
称
規
制

接続規制
電気通信回線設備を設置する全ての事業者に対し、接続請求応諾義務

・接続約款の認可、公表
・接続会計の整理 等

・接続約款の届出、公表
・接続会計の整理

行為規制
なし

【禁止行為】
・接続情報の目的外利用・提供 等

【特定関係事業者（NTTコム）との間の禁止行為】
・役員兼任 等

※適用事業者については、市場シェア等も勘
案して個別に指定（NTTドコモを指定）

【禁止行為】
同左

ユニバーサル

サービス制度

【ユニバーサルサービスの範囲】
加入電話（加入電話に相当する料金で提供される光ＩＰ電話を含む）、第一種公衆電話、緊急通報

【制度の仕組み】

適格電気通信事業者に対し、基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場
合に、その費用の一部に充てるための交付金を交付

2-1 現行の電気通信事業法による規律の概要

（※1）指定電気通信役務＝第一種指定設備を用いて提供する役務であって、他の事業者による代替的な役務が十分に提供されない役務：ＮＴＴ東西の加入電話・ＩＳＤＮ、専用線、フレッツ光、
ひかり電話、フレッツＩＳＤＮ等

（※2）特定電気通信役務＝指定電気通信役務であって、利用者の利益に及ぼす影響が大きい役務：ＮＴＴ東西の加入電話・ＩＳＤＮ（基本料、施設設置負担金、通話料・通信料、番号案内料）等
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競争原理の
導入

参入規制の緩和

料金規制の緩和

約款規制等の緩和

ユニバーサルサー
ビス制度の導入

紛争処理制度の導
入

参入許可制の廃止

料金・約款の事前
規制を原則撤廃

利用者保護の推進

紛争処理機能の拡
充

安全・信頼性規律
の強化

利用者保護ルール
の拡充

業務の休廃止の利
用者周知に係る事
前届出制の導入
サイバー攻撃への
対処促進
販売代理店への届
出制度の導入
事業者・販売代理店
の勧誘の適正化

固定系への接続
ルールの導入

ＮＴＴの再編成

移動系への接続
ルールの導入

禁止行為規制の導
入

ＮＴＴ東西の業務
範囲拡大

移動系の接続ルー
ルの強化

固定系の公正競争
ルールの強化

ＮＴＴ東西の業務規
制手続の緩和

移動系の接続ルー
ルの更なる強化

グループ化・寡占
化への対応

禁止行為規制の緩
和

卸制度の整備

モバイル市場の競
争の促進

2-2 電気通信事業に関する規律

 一般の事業者に対しては、自由で多様な事業展開を可能とするため、新規参入や料金に関する事前規制を

緩和する一方で、消費者保護ルールを充実。

 特定の事業者（主要なネットワークを保有するＮＴＴ東西や携帯電話事業者）に対しては、そのネットワークを利

用する事業者が公平な条件等でサービスを提供できるよう、接続ルール等の公正競争ルールを整備。

対
事
業
者
一
般

対
特
定
事
業
者

事前規制から利用者視点を踏まえた事後規制へ

昭和60年～

料金低廉化・サービス多様化のための公正競争ルールの整備・強化

市場の
自由化

事業者の参入
促進、自由な
料金設定

多様な事業
者による自
由な事業展
開を促進

自由・迅速な事業
展開促進、セーフ
ティネット整備

市場支配力の
濫用を禁止

規律の変遷

平成9年～ 平成13年～ 平成16年～ 平成28年～

自由な事業展開促
進、利用者保護
ルールの整備

平成30年～

日本電信電話株式会社

（持株会社）

東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社

（地域会社）

目 的
（第1条）

◇東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社
による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図
る。

◇電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行う。

◇地域電気通信事業を経営する。

事 業
（第2条）

◇地域会社が発行する株式の引受け及び保有並びに当該
株式の株主としての権利の行使

◇地域会社に対する必要な助言、あっせんその他の援助

◇電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究

等

◇地域（＝同一の都道府県内）電気通信業務

◇地域電気通信業務に附帯する業務（「附帯業務」）

◇地域会社の目的を達成するために必要な業務（「目的達成
業務」）【事前届出】

◇業務区域以外の区域における地域電気通信業務【事前届
出】

◇地域電気通信業務を営むために保有する設備・技術又は
その職員を活用して行う電気通信業務その他の業務（「活用
業務」）【事前届出】

責 務
（第3条）

◇国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保

◇電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及

株 式
（第4条～

第7条）

◇３分の１以上の政府保有義務

◇３分の１までの外資規制

◇政府保有株式の処分制限

◇全ての株式を日本電信電話株式会社が保有

役員等
（第10条～

第12条）

◇役員選任決議認可、外国人役員の禁止

◇定款変更・合併等の決議認可、剰余金処分決議認可

◇事業計画認可

◇外国人役員の禁止

◇定款変更・合併等の決議認可

◇事業計画認可

2-3 現行のＮＴＴ法の枠組み
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○ シェアが高く市場支配力を有する事業者（市場支配的事業者）に対し、市場支配力を濫用して公正な競争を阻害すること

がないよう、不当な競争を引き起こすおそれがある行為についてあらかじめ禁止する制度。

2-4 市場支配力を有する電気通信事業者に対する禁止行為

接続の業務に関し知り得た

情報の目的外利用・提供

特定の事業者に対する

不当に優先的・不利な取扱い

製造業者等への

不当な規律・干渉

接続の業務に関し知り得た

情報の目的外利用・提供

総務大臣が指定する

グループ内の事業者

（特定関係法人※）に限定

＜対象事業者＞

① ［固定通信市場］ アクセス回線シェアが５０％を超える電気通信事業者（一種指定事業者）： ＮＴＴ東西

② ［移動通信市場］ 二種指定事業者（端末シェア１０％超）のうち、収益シェア４０％超等の者： ＮＴＴドコモ

※ 東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社
株式会社エヌ・ティ･ティ エムイー、株式会社ＮＴＴぷらら、株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ、エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社

＜ＮＴＴ東西に対する禁止行為の内容＞

＜ＮＴＴドコモに対する禁止行為の内容＞

第一種指定電気通信設備制度（固定系）

行為規制

■特定業務以外への情報流用の禁止
■各事業者の公平な取扱い
■製造業者等への不当な規律・干渉の禁止
■特定関係事業者との間のファイアウォール
■設備部門と営業部門との間の機能分離
■委託先子会社への必要かつ適切な監督

■電気通信
事業会計の
整理義務

指定要件

都道府県ごとに
50％超のシェアを占める加入者回線を有すること

ＮＴＴを指定（９７年）
（その後、再編に伴いＮＴＴ東日本・西日本を改めて指定（０１年））

指定対象設備

加入者回線及びこれと一体として設置される電気通信設備で
あって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上
及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない
電気通信設備

接続関連規制

■接続約款（接続料・接続条件）の認可制

■接続会計の整理義務

■網機能提供計画の届出・公表義務

利用者料金
関連規制

指定電気通信役務
（第一種指定電気通信設備により提供される

役務であって、他の事業者による代替的な
サービスが十分に提供されないもの）

特定電気通信役務
（指定電気通信役務のうち、利用者の利

益に及ぼす影響が大きいもの）

■契約約款の届出制
■電気通信事業会計の

整理義務

■プライスキャップ規制

第二種指定電気通信設備制度（移動系）

業務区域ごとに10％超（当初は25％超）の端末シェアを占める
伝送路設備を有すること

ＮＴＴドコモ（02年）、ＫＤＤＩ（05年）、沖縄セルラー（02年）、
ソフトバンク（12年）、ＷＣＰ（19年）、ＵＱ（19年）を指定

基地局や交換機等、移動体通信役務を提供するために設置さ
れる電気通信設備であって、他の電気通信事業者との適正か
つ円滑な接続を確保すべき電気通信設備

■接続約款（接続料・接続条件）の届出制

■特定業務以外への情報流用の禁止
■グループ内事業者の不当な優遇の禁止

更に、収益ベースのシェアが25％を超える場合に
個別に指定された者に対する規制

ＮＴＴドコモ（０２年）を指定

■電気通信
事業会計の
整理義務

■接続会計の整理義務

卸関連規制 ■卸電気通信役務の届出制 ■卸電気通信役務の届出制

2-5 指定電気通信設備制度の枠組み
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第二種指定電気通信設備の指定内容第一種指定電気通信設備の指定内容

交

換

設

備

１. 特定移動端末設備と接続される伝送路設備を直接収容するもの（第二種指

定端末系交換設備）

２. 第二種指定端末系交換設備以外の交換設備であって業務区域内における

特定移動端末設備との通信を行うもの（第二種指定中継系交換設備）

ルータにあっては、ルータを設置する電気通信事業者が提供するインター

ネット接続サービスに用いられるもののうち、当該インターネット接続サービス

に用いられる顧客のデータベースへの振り分け機能を有するものは除く。

伝

送

路

設

備

３. 第二種指定中継系交換設備の交換設備相互間に設置される伝送路設備

４. 特定移動端末設備へ電波を送り、又は特定移動端末設備から電波を受け

る無線局の無線設備（第二種指定端末系無線基地局）

５. 第二種指定端末系無線基地局と、第二種指定端末系交換設備が設置され

ている建物（第二種指定端末系交換局）との間に設置される伝送路設備

６. 第二種指定端末系交換局と、第二種指定中継系交換設備が設置されてい

る建物との間に設置される伝送路設備

そ

の

他

７. 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機

８. 携帯電話の端末の認証等を行うために用いられるサービス制御局

９. 他の電気通信事業者の電気通信設備と１.~８．に掲げる電気通信設備との

間に設置される伝送路設備

（３.~８.に掲げるものを除く。）

2-6 指定電気通信設備の範囲

・ 現行制度は、オープン化の対象となる具体的な設備を、実現される機能を念頭に置きつつ指定。
・ 平成２０年７月７日、ＮＧＮ及びひかり電話網を第一種指定電気通信設備の対象化。
・ 平成２２年１月８日、戸建て向け光信号用の屋内配線設備を第一種指定電気通信設備の対象化。

IP/
PSTN

指定設備

共通
①固定端末系伝送路設備（終端装置、屋内配線設備
等を含む。）

共通 ②端末系交換等設備

ＩＰ網

③収容ルータ

④中継ルータ（県内通信を行うものに限る。）

共通 ⑤中継系交換等設備（県内通信を行うものに限る。）

共通 ⑥市内伝送路設備

共通 ⑦中継系伝送路設備（県内通信を行うものに限る。）

ＩＰ網 ⑧ＳＩＰサーバ

共通 ⑨付随設備（接続用伝送路設備等を含む。）

PSTN ⑩公衆電話機

PSTN ⑪番号案内関係設備

【参考】 第一種指定電気通信設備の範囲（概念図）

※ＤＳＬＡＭ、ＤＳＬ用スプリッタを除く

番号案内用
データベース

番号案内用
交換機

公衆電話

相互接続点

収容局－中継局

間伝送路

FTTH
ユーザ

収容局間

伝送路

信号用
中継交換機

信号用伝送路

ドライカッパ
ﾗｲﾝｼｪｱﾘﾝｸﾞ

中継交換機

ＮＧＮ

ＰＳＴＮ網

ひかり
電話網

局内装置

銅線
光ファイバ

（ﾀﾞｰｸﾌｧｲﾊﾞ）

地域ＩＰ網

中継ダーク
ファイバ

ADSL
ユーザ

※

収容局
（ＧＣ）

中継局（ＩＣ）

ＩＰ電話用
収容ルータ

関門系
ルータ

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
変換装置

SIP
サーバ

専用線
伝送路

他事業者
接続用ＳＷ

光ファイバ
（ﾀﾞｰｸﾌｧｲﾊﾞ）

SIP
サーバ

イーサ
ユーザ

FTTH
ユーザ

局内装置

関門
交換機

中継
ルータ

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
変換装置網終端装置

中継
ルータ

中継
ルータ

中継
ＳＷ

網終端
装置

収容
ＳＷ

専
用
線
網

専用線
伝送路

専用線
ﾉｰﾄﾞ装置

専用加入者線装置
モジュール

引込線
屋内配線

引込線

屋内配線
引込線

屋内配線

中継
ルータ

収容
ルータ

収容
ルータ

※

加入者交換機

収容局
（ＧＣ）
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【参考】 第二種指定電気通信設備の範囲（概念図）

第二種指定端
末系交換局

第二種指定
中継系交換局

共通線信号網

第
二
種
指
定
端
末
系

無
線
基
地
局

相互接続点

サービス制御局

他事業者電話網

インターネット網

第二種指定端末系
伝送路設備

第
二
種
指
定
端
末
系

交
換
等
設
備

第
二
種
指
定
中
継
系

交
換
等
設
備

第二種指定中継系
伝送路設備

第
二
種
指
定
中
継
系

交
換
等
設
備

第二種指定中継系
伝送路設備

第二種指定電気
通信設備の範囲

（例）
 電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害

を与えるおそれがあるとき（逐条解説）

 請求された接続により、請求を受けた者の提供
する電気通信役務について適正な品質の保持
が困難となるとき（逐条解説）

 ＭＮＯがＭＶＮＯの接続の申込みに応じること
により、当該ＭＶＮＯのシステムが当該ＭＮＯの
ＨＬＲ等のシステムを損傷するおそれがあると認
められる合理的な理由が存在する場合（ＭＶＮ
Ｏガイドライン）

 ＭＮＯがＭＶＮＯへ課金情報を提供する際に、
当該ＭＮＯの利用者の個人情報等が当該ＭＶ
ＮＯから外部に流出するおそれがあると認めら
れる合理的な理由が存在する場合（ＭＶＮＯガ
イドライン）

 ＭＮＯがＭＶＮＯの接続の申込みに応じる結果、
当該ＭＮＯにおける周波数の不足等により当該
ＭＮＯの利用者への電気通信役務の円滑な提
供に支障を来すおそれがあると認められる合理
的な理由が存在する場合（ＭＶＮＯガイドライ
ン）

（例）
 請求者の役務と需要を共通としているた

め、請求を受けた者において電気通信回
線設備の保持が経営上困難になる等、
経営に著しい支障が生じるとき（逐条解
説）

 接続を拒否するためには、客観的な事実
に基づいて、当該接続により相当程度の
利益の損失が発生することを合理的に説
明できなければならない（電気通信事業
紛争処理委員会答申（平成22年７月８
日））

（例）
 請求者の運転資本等や、期待される短期的な収益、予

定される資金調達を考慮しても、請求者が接続に関し
負担すべき金額や、接続に関し負担すべき金額の支
払いを怠るおそれを払拭するための預託金の金額を支
払うことができると判断することはできない場合は、接続
拒否事由にあたる（電気通信事業紛争処理委員会答
申（平成22年７月８日））

電気通信役務の円滑な提供に支障
が生ずるおそれがあるとき

（法第32条第１号）

電気通信事業者の利益を不当
に害するおそれがあるとき

（法第32条第２号）
接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り又は

怠るおそれがあるとき

（施行規則第23条第１号）

接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修
が技術的又は経済的に著しく困難であるとき

（施行規則第23条第２号）

（例）
 ＭＶＮＯが申し込んだ接続形態を実現するためにＭＮ

Ｏ側において要するシステム改修等の程度が著しく過
大であり、当該システム改修に要する費用の回収が見
込めないと認められる合理的な理由が存在する場合
（ＭＶＮＯガイドライン）

その他、総務省令で定める正当な理由
があるとき

（法第32条第３号）

◎接続義務
電気通信事業では、各事業者のネットワークを様々な形で相互接続することによって、利用者が多様なサー

ビスを享受できることから、ネットワークを保有している全ての事業者に対して、以下のような場合（接続拒否事
由）を除き、他事業者からの接続の請求に応諾しなければならない。（電気通信事業法第32条）

2-7 接続義務・接続拒否事由
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【参考】 電気通信事業分野における接続

 電気通信事業者は、他の電気通信事業者から、電気通信回線設備との接続の請求を受けたときは、原則としてこれに応
じる義務を有する。（接続応諾義務、電気通信事業法第３２条）

事業者Ａの
ユーザ（ａ）

事業者Ｂの
ユーザ（ｂ）

■ 携帯電話の例

下図（ａ）から（ｂ）の通信の場合、事業者Ａは、事業者Ｂの携帯電話網の接続料を支払う

事業者Ｘの
ユーザ（ｘ）

事業者Ｙの
ユーザ（ｙ）

■ 固定ブロードバンドの例

下図（ｘ）から（ｙ）の通信の場合、事業者Ｘは、事業者ＹのＩＰ網の接続料を支払うことがある（赤字部分）
さらに、固定ブロードバンドの場合、事業者Ｙの加入光ファイバやメタル回線の接続料を支払うケースもある（青字部分）

事業者Ｙの
伝送路

事業者XのIP網 事業者YのIP網

接続
接続

接続料 接続料

事業者Aの携帯電話網 事業者Bの携帯電話網

接続

接続料

接続料算定方法の一覧

2-8 ＮＴＴ東西の接続料の算定方式

算定方式 算定方式の概要 対象となる主な接続機能

実
際
費
用
方
式

実績原価方式

・前々年度の実績需要・費用に基づき算定

・当年度の実績値が出た段階で、それにより算定した場合との乖離

分を翌々年度の費用に調整額として加算

・加入者回線（ドライカッパ、ラインシェアリング）

・中継光ファイバ回線

・専用線

・公衆電話 等

将来原価方式
・新規かつ相当の需要増加が見込まれるサービスに係る設備に適用

・原則５年以内の予測需要・費用に基づき算定

・加入者回線（光ファイバ）

・ＮＧＮ

長期増分費用方式
（ＬＲＩＣ）

・仮想的に構築された効率的なネットワークのコストに基づき算定

・前年度下期＋当年度上期の通信量を使用
・電話網（加入者交換機等）

事業者向け割引料金
（キャリアズレート）

・小売料金から営業費相当分を控除したものを接続料とする
・ＩＳＤＮ加入者回線（ＩＮＳ１５００）

・専用線
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2-9 長期増分費用方式に基づく接続料の推移

GC(Group unit Center)接続料：ＮＴＴ東西以外の通信事業者が、ＮＴＴ東西の固定電話網と加入者交換機で相互接続する際に支払う接続料
IC(Intrazone tandem Center)接続料：ＮＴＴ東西以外の通信事業者が、ＮＴＴ東西の固定電話網と中継交換機で接続する際に支払う接続料

4.95
4.6 4.5

4.8
5.13

5.32
5.05

4.69 4.53 4.52

5.21 5.08
5.26 5.29 5.39

5.78
6.05

6.38

6.81 6.87

7.47

7.65

5.88

4.78

5.79
6.12

7.09
6.84

6.55 6.41 6.38

6.96
6.57

6.79 6.81 6.84
7.22 7.33

7.68

8.09 8.06

8.71

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GC接続

IC接続

（単位： 円／３分）

（年度）

１次モデル ２次モデル ３次モデル ４次モデル ５次モデル ６次モデル ７次モデル ８次モデル

①シェアドアクセス方式

②シングルスター方式

き線点

2,244円（NTT東） 2,361円（NTT西）

※令和２年度適用接続料（月額）

(1端末回線（ＦＴＭ含む）ごと)

局外
スプリッタ

局
内
ス
プ
リ
ッ
タ

8分岐

4分岐

他事業者
ＩＰ網

ＦＴＭ※１

１芯の光ファ
イバを最大８
ユーザで共用

主端末回線

分岐端末回線

き線点

管路、とう道

Ｇ
Ｅ―

Ｏ
Ｌ
Ｔ

Ｏ
Ｎ
Ｕ

接続事業者設置

メディア
コンバータ※２

（１００Ｍ）

他事業者
ＩＰ網

ＦＴＭ※１加入ダーク
ファイバ

管路、とう道

接続事業者設置

ＮＴＴ東西設置

ＮＴＴ東西局舎

メディア
コンバータ

※２

※１ 加入者光ファイバー終端モジュール ※２ 光信号と電気信号を変換する装置。

Ｏ
Ｓ
Ｕ

444円（NTT東）
590円（NTT西）

1,769円（NTT東） 1,758円（NTT西）
143円（NTT東）
178円（NTT西）

(1局内スプリッタごと)(1主端末回線(局外スプリッタ・ＦＴＭ含む)ごと)(1分岐端末回線ごと（回線管理運営費を含む。）。
ＮＴＴ東西の屋内配線と一体として利用する場合。)

加入光ファイバは、現在、次の２つの方式により提供。

①シェアドアクセス方式（加入光ファイバのうち主端末回線部分を最大８利用者で共用する方式）

②シングルスター方式（全区間において一芯の加入光ファイバを利用する方式）

2-10 加入光ファイバの接続料
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○ ＮＴＴ東西のシェアドアクセス方式（※）の加入光ファイバを他事業者が利用する場合、ＮＴＴ東西局舎内の
装置（ＯＳＵ）やユーザ宅内の装置（ＯＮＵ）を当該事業者が設置・専用することが前提となるため、装置間にある
光ファイバについても当該事業者が専用することが必要。

※ 設備効率を高めるため、ネットワークの途中にスプリッタを挿入して一芯の加入光ファイバを最大８ユーザで共用する方式。

○ このため、ＮＴＴ東西は、現在、加入光ファイバを他事業者が利用する場合の接続料について、他事業者
が専用する設備の需要量に応じて、すなわち、主端末回線については主端末回線の芯線数を単位として設
定（「芯線単位接続料」）。

【参考】 シェアドアクセス方式における「芯線単位接続料」

局外スプリッタ(8分岐)
ＮＴＴ局舎
収容ビル

クロージャ
電柱 ＦＴＭ

⼾建住宅等（令和２年度）

ONU

光コンセント

光屋内配線加算額※2 光信号分岐端末回線 回線管理運営費 光信号主端末回線

ＮＴＴ東日本
184円(186円)

/分岐端末回線

407円（399円）

/分岐端末回線

37円（41円）

/分岐端末回線

1,769円（1,802円）

/主端末回線

ＮＴＴ西日本
177円（178円）

/分岐端末回線

539円（513円）

/分岐端末回線

51円（70円）

/分岐端末回線

1,758円（1,794円）

/主端末回線

※１ 光屋内配線加算額、光信号分岐端末回線、回線管理運営費は実績原価方式により算定。光信号主端末回線は将来原価方式により算定。
※２ 光屋内配線加算額は、引込線と一体として設置される場合にのみ適用される。
※３ 括弧内は令和元年度接続料

収容数 1 2 3 4 5 6 7 8

ＮＴＴ東日本 2,397円 1,513円 1,218円 1,070円 982円 923円 881円 849円

ＮＴＴ西日本 2,525円 1,646円 1,353円 1,207円 1,119円 1,060円 1,018円 987円

収容数ごとの１収容あたり接続料（令和２年度）

接続事業者網

※１ シングルスター及びシェアドアクセスの接続料は、７年間(H13年度～H19年度)、３年間(H20年度～H22年度)、(H23年度～H25年度)、（H26年度～H28年度）、４年間（H28年
度～H31年度）、３年間（R2～R4）を算定期間とする将来原価方式により算定。

※２ シェアドアクセスについては局外スプリッタ料金（H18年度までは将来原価方式、H19年度以降は実績原価方式で算定）を含み、引込線料金（加算料）を含まない。

H13

年度

H14

年度

H15

年度

H16

年度

H17

年度

H18

年度

H19

年度

H20

年度

H21

年度

H22

年度

H23

年度

H24

年度

H25

年度

H26

年度

H27

年度

H28

年度

H29

年度

H30

年度

R1

年度

R2

年度

ＮＴＴ東日本

（シングルスター方式）
5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 4,610 4,610 4,610 4,194 3,403 3,203 3,159 3,292 3,163 2,953 2,764 2,256 2,244

ＮＴＴ西日本

（シングルスター方式）
5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 5,074 4,932 4,932 4,932 4,784 4,357 3,220 3,206 3,353 3,302 3,159 2,978 2,372 2,361

ＮＴＴ東日本

（シェアドアクセス方式）
5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 4,576 4,260 4,240 4,179 3,756 3,013 2,835 2,808 2,929 2,673 2,490 2,278 1,802 1,769

ＮＴＴ西日本

（シェアドアクセス方式）
4,987 4,987 4,987 4,987 4,987 4,987 4,587 4,522 4,493 4,368 4,298 3,846 2,882 2,847 2,947 2,675 2,553 2,360 1,794 1,758

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

NTT東日本
（シェアドアクセス方式）

NTT西日本
（シングルスター方式）

2-11 加入光ファイバ接続料の推移

NTT東日本
（シングルスター方式）

NTT西日本
（シェアドアクセス方式）
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音声接続料の推移（1秒当たり） データ接続料の推移（10Mbps当たり・月額）
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2-12 モバイル接続料の推移

※１：2015年度の音声接続料及び2014年度のデータ接続料の値は、2016年5月の第二種指定電気通信設備接続料規則施行後の届出値。
※２：音声接続料について、区域内外統一料金となっている。ただし、KDDIは2016年度まで、ソフトバンクは2015年度まで、区域内外に区分して算定しており、当該年度までの数値は、それぞれ

区域内のものを使用している。
※３：KDDI及びSBの2020年度以降のデータ接続料は、それぞれのグループの全国BWA事業者（UQ及びWCP）と共同で算定したもの。
注：各年度において最終的に適用される接続料を記載（将来原価方式による予測接続料を除く。当該接続料は当該年度における実績値に基づく接続料によって別途精算される。）。

概 要

卸役務

一方の電気通信事業者が、利用者としての立場で、他方の電気
通信事業者から電気通信役務の提供を受け、前者が、利用者に
対し、これを再販する方式

提供/接続
に係る義務

■ どの役務を提供するかは事業者間で決定
■ 役務提供義務なし（※）
■ 不当な差別的取扱いは業務改善命令や禁止行為規制の対象

料金・条件
に係る義務

■ 相対取引により個別に契約を締結することが可能

ただし、第一種・第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供

については、公正競争への影響が大きい事業者への卸電気通信役務の料金
や提供条件等の事後届出の義務を課すとともに、その届出内容を総務大臣
が整理・公表。

Ａ社による電気通信役務

※ ただし、基礎的電気通信役務又は認定電気通信事業に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、当該電気通信役務の提供を拒んではならない（法第25条、
第121条）。指定電気通信役務については、正当な理由がなければ、保障契約約款による提供を拒んではならない。

接続方式

自らの電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備を相
互に接続し、それぞれの事業者が、利用者に対し、自らの電気通
信設備に係る電気通信役務を提供する方式

■ 提供すべき機能（接続機能）は総務省令で規定
■ 接続応諾義務あり
■ 不当な差別的取扱いは業務改善命令の対象

■ 一種指定事業者の場合
認可を受けた接続約款に基づき協定を締結することが必要

Ｂ社の役務区間 Ａ社の役務区間

相互接続点
（ＰＯＩ）

ルータ等

ユーザ

当事者による選択が可能

Ａ社の役務区間

相互接続点
（ＰＯＩ）

加入光ファイバ等
Ｏ
Ｎ
Ｕ

Ｏ
Ｓ
Ｕ

インター
ネット

ルータ等

Ｂ社

Ｏ
Ｎ
Ｕ

Ｏ
Ｓ
Ｕ

インター
ネット

加入光ファイバ等

卸電気通信役務

 接続とは、電気通信設備相互間を電気的に接続することをいう。（相互間で通信が可能な状態）

 卸電気通信役務とは、「電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務」（法第29条第1項第10号）をいう。

 電気通信設備が電気的に接続される場合について、接続に関する協定により料金・条件を決定する方法以外に、物理的な
接続形態を変えないまま、契約形態上「卸役務」方式とすることにより、当事者間の相対交渉により料金・条件を決定する
ことも可能。

ルータ等

Ａ社（ISP等）

相互接続点
（ＰＯＩ）

ユーザ

2-13 卸電気通信役務と接続の違い
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・ＮＴＴ東西の光回線の卸売サービス（「サービス卸」）の料金等（工事費、手続費等を含む。）について、自己の関係事業者のみを対象とし

た割引料金の設定など、特定の卸先事業者のみを合理的な理由なく有利に取り扱うこと

ＮＴＴ東西の光回線の卸売サービスに関する電気通信事業法の適用関係を明確化することにより、公正な競争環境

を確保するとともに、行政運営に関する予見可能性を高めることを目的として、ガイドラインを策定（2016年５月改定）。

2-14 NTT東西の光回線の卸売サービスに関するガイドラインの概要

電気通信事業法上問題となり得る行為に関するガイドラインの主な記載

卸提供事業者（NTT東西）が行う行為

・「サービス卸」の料金等（工事費、手続費等を含む。）について、実質的に特定の卸先事業者に適用が限定されることが明らかなような

大口割引を行うこと

・「サービス卸」を活用し固定通信サービスとモバイルサービスをセット提供・セット割引をする場合において、競争阻害的な料金設定や過

度のキャッシュバックなどの行為により、卸役務に係る需要を共通とする電気通信回線設備を設置する競争事業者（ＣＡＴＶ事業者

等）の設備の保持が経営上困難となるおそれを生じさせること

卸先事業者が行う行為

・（市場支配的事業者である）ＮＴＴドコモが、「サービス卸」を活用する際、合理的な理由なく、（ＮＴＴ東西の提供する「サービス卸」のみ

との）排他的な組み合わせで、自己が提供する他のサービス（モバイルサービスなど）との割引サービスを提供すること

販売代理店等が行う行為

①競争阻害的な料金の設定等

②提供手続・期間に係る不当な差別的取扱い、③技術的条件に係る不当な差別的取扱い、④サービス仕様に係る不当な差別的取扱い、⑤競争阻害的
な情報収集、⑥情報の目的外利用、⑦情報提供に係る不当な差別的取扱い、⑧卸先事業者の業務に関する不当な規律・干渉、⑨業務の受託に係る不
当な差別的取扱い

①競争阻害的な料金の設定等

②契約前の説明義務の履行不十分、③書面交付義務の履行不十分、④苦情等の処理の履行不十分、⑤不実告知・事実不告知、⑥勧誘を受けた者の
意思に反した勧誘継続行為、⑦卸先契約代理業者に対する指導等の履行不十分

①契約前の説明義務の履行不十分、②不実告知・事実不告知、③勧誘を受けた者の意思に反した勧誘継続行為

2-15 ＭＶＮＯガイドラインの概要

MVNOガイドライン※の概要

 MVNOの事業開始に必要な手続

 MVNOの事業計画等に係る聴取範囲の明確化

 MVNOは、事業を営もうとする場合、電気通信事業法に基づき、
登録又は届出が必要

 MVNOとMNOとの間の関係

 MVNOが利用者にサービスを提供する場合、MVNOが利用者料
金を設定することが可能

 MVNOのネットワーク調達の際の設備の使用料（接続料）は、従
量制課金のほか、回線容量単位（帯域幅）の課金方式を採用す
ることも可能

 MNOは一元的な窓口（コンタクトポイント）を設け、MVNOとの協
議を適正・円滑に行う体制を整備することが望ましい

 MVNOの競争上の地位を守るため、MNOネットワーク提供に当
たって必要となるMVNOの事業計画等の聴取について、聴取
可能な範囲を例示列挙

 無線ネットワークの輻輳対策については、MVNOとMNOとの十分
な協議や、MVNOに対する必要な情報提供が求められる

 MNOにおけるコンタクトポイントの明確化

 ネットワークの輻輳対策

 協議が調わなかった場合の手続

 MVNOとMNOとのネットワーク調達の協議が調わなかった場合
は、総務大臣による協議命令・裁定制度や、電気通信紛争処理
委員会によるあっせん・仲裁制度の利用が可能

 MVNOによる端末の調達

 MVNOは、自ら端末を調達し、MNOのネットワークにおける端末の
適切な運用を求めることが可能

 MVNOと利用者との間の関係

 MVNOが利用者の個人情報を取り扱う際は、個人情報保護法や通
信の秘密の規定の遵守が必要

 MVNOは、利用者に対する料金等の提供条件の説明や、苦情等に
対する適切な処理が必要

 MVNOは、無線局を自ら開設しないことから、電波法に基づく無
線局免許の申請等の手続は不要

※MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン
（2002年策定、2020年最終改定。今後も必要に応じて改定を実施。）

 契約数等の報告
 契約数が３万以上であるMVNO及びMNOであるMVNOは、毎四半

期ごとに契約数等の報告が必要

・ 電波の有限希少性により新規参入に制約のあるモバイル市場においては、既存の携帯電話事業者（MNO）か
ら無線ネットワークを調達してサービスを提供するMVNOの新規参入を促し、モバイル事業者間の競争を進展
させることが重要。
・ このため、MVNOの参入手続などMVNOの事業展開を図る上で必要となる法令を解説するガイドラインの策
定・見直しや、ネットワーク調達に関する規律の見直しなどを通じて、MVNOの新規参入を促進。
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１ ガイドラインの目的・対象

● 接続協定は双方の合意のみで効力を生じることが原則であり、合意を円滑に形成するため、接続料及び接続条件に関し当
事者間で十分な協議が行われることが望ましい。

● 他方、近年の競争環境の変化やネットワークの複雑化・多様化を背景とし、当事者間で接続料等について十分な協議がなさ
れないまま接続協定が締結又は変更される事例や、事後的な紛争手段に移行するケースも生じている。事業者間協議による
合意形成が円滑になされない場合、公正競争の確保が十分になされないおそれや、利用者利便が損なわれる可能性がある。

● 本ガイドラインは、以上の考え方や事業法第３２条の趣旨を踏まえ、電気通信事業者間におけるネットワークの接続に関し、
事業者間協議における接続料の算定根拠等の情報開示に係る考え方等を明確化するもの。これにより、協議における予見
可能性を高め、事業者間協議の円滑化を図り、もって電気通信市場における公正競争を促進するとともに利用者利便の増進
を図ることを目的とする。

● 本ガイドラインは、新たな規制の導入を意図するものではない。また、従前より事業者間協議が円滑に行われていた場合に
ついてまで、従前の協議の方法の変更を求めるものではない。

● 本ガイドラインは、全事業者を対象とし、接続に係る事業者間協議を実施する際の指針を示すもの。ただし、携帯電話事業
者の接続料に係る協議及び移動通信事業者とＭＶＮＯの間の協議については「ＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の
適用関係に関するガイドライン」を併せて参照。

２ 事業者間協議のプロセス

● 接続に係る協議に対応するための窓口を明確化し、これを対外的に公表するとともに、接続事業者からの問合せや接続に
係る協議の申込等に対して遅滞なく対応することが望ましい。

● 接続協定を締結又は変更しようとする場合、十分な協議が可能な期間を確保して事業者間協議を開始することが望ましい。

● 事業者間協議に当たり、接続料の水準が争点となった場合には、算定に当たっての考え方、算定方法や算定根拠について
協議を実施すること等が考えられる。

2-16 「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」（2012年7月策定）の概要①

４ 接続に必要なシステム開発等

３ 双務的な接続料の算定根拠に係る情報開示

● 双務的な接続形態に係る接続料についての協議に当たっては、算定根拠に係る情報開示の程度について、両当事者の間
で合理的な理由なく差が生じないよう留意することが適当。

● 上記のような接続形態において、一方の事業者が他方の事業者と異なる水準の接続料を設定する場合であって、接続料の
水準について十分な合意が成立しない場合には、当該水準の接続料を設定する理由について、算定根拠に係る情報を一定
程度開示しつつ説明するとともに、協議を行う事が望ましい。

● 指定事業者についても、接続約款の認可又は届出の手続を経たことをもって、直ちに接続事業者に対する接続料の算定根
拠に関する説明が不要となるものではない。

６ その他

● 総務省は、今後、必要に応じてガイドラインの見直しを行う。

５ 協議が調わなかった場合の手続

● 接続に必要なシステム開発・更改に当たっては、当事者間の協議を踏まえて機能や仕様、コスト負担の方法を決めることが
望ましい。

● 接続に必要なシステムのうち、コストの負担、仕様、業務フローへの影響等の点で接続事業者に対する影響が特に大きいと
予想されるものについては、開発・更改に着手する前に当事者間で十分な協議を行い、可能な限り各当事者の意見を聴取す
ること等が適当。

● 事業者は、接続協定の安定的な運用に努めることが望ましいものの、協議が調わなかった場合、当事者は法令の定める紛
争処理スキーム（総務大臣による協議命令・裁定及び電気通信紛争処理委員会によるあっせん・仲裁）を利用することが可能。

2-16  「事業者間協議の円滑化に関するガイドライン」（2012年7月策定）の概要②
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○ 電気通信事業者間の電気通信設備の接続等に係る金額に関する交渉の円滑化のため、平成30年１月、「接続等に
関し取得・負担すべき金額に関する裁定方針」を策定。

2-17  「接続等に関し取得・負担すべき金額に関する裁定方針」の概要

電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額（以下「金額」という。）について当
事者間の協議が調わないときは、電気通信事業法（昭和59年法律第86号。以下「法」という。）第35条第３項又は第４項の規
定により、当事者の一方又は双方は、総務大臣の裁定を申請することができることとされている。このような申請を受理したと
きは、総務省では、次の方針を基本として裁定を行うこととする。

１． 金額※については、当事者間で別段の合意がない場合には、市場における競争状況等を勘案し、能率的な経営の下にお
ける適正な原価に適正な利潤を加えたものを基本とする。
※ 認可された接続料等を除く。

２． １．の原価等の算定のため、接続に関して生じる費用等、算定根拠となるようなデータの提供を関係当事者に対して求め
ることとする。

３． ２．において有効と認められるデータの提供が行われない場合には、１．の原価等の算定のために、近似的に、例えば長
期増分費用モデル等により、他の費用等を用いることとする。

（注） 卸電気通信役務の提供又は電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に係る金額に関して、当事者
間の協議が調わないとして、法第38条第２項又は第39条において準用する法第35条第３項又は第４項の規定に基づき
裁定の申請があったときも、１．から３．までに準じて対応することとする。

（※）「接続料の算定に関する研究会」において、NTT東日本・西日本から、同社の固定電話接続料と他社の接続料の格差が年々拡大しており、他社の固定電
話接続料の水準についても適正性・透明性が確保されるべきであり、裁定基準を設けるべき旨の意見が示され、第一次報告書において、「接続料の水準の
決め方は、事業者間で合意が可能であれば、様々な決め方があり得るところではあるが、事業者間で別段の合意がなければ、かかった費用を回収するコスト
主義の考え方が効率的であり、したがって、第一次的に検討されるものであるから、総務大臣の裁定基準としてこの考え方を示し、裁定手続ではコストに基づ
く算定根拠の提示が求められることを示すことで、協議の円滑化を期待することができる。」とされた。

エントランス
回線

2-18 「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る

電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」の概要

インターネット
等⼟地、建物、

鉄塔

アンテナ

基地局装置

中継回線

 ５Ｇの導入に当たって、鉄塔等の設備を他人に使用させ、又は複数事業者間で共同で使用する「インフラシェア

リング」がこれまで以上に重要となることを踏まえ、インフラシェアリングの活用による移動通信ネットワークの円滑

な整備を推進する観点から、関係法令の適用関係について明確化を図るもの（平成３０年１２月策定）。

①鉄塔等の
シェアリング

アンテナ
共⽤装置

（移動通信事業者各社が設置）②アンテナ、基地局装置等の
シェアリング

②アンテナ、基地局等のシェアリング

事業の登録/届出 電気通信設備に該当しないため、不要 電気通信設備に該当するため、必要

無線局の免許 不要 アンテナ、共用装置等：不要 基地局装置：必要

提供条件等 電柱・管路ガイドラインに基づき、公平・公正な条件で提
供

接続・共用・卸ルールに基づき、公平・公正な条件で提供

協議不調の場合 総務大臣の協議命令・裁定、電気通信紛争処理委員会によるあっせん、仲裁を利用可能

一体的提供の場合 ①、②を一体的に提供しようとする場合も、移動通信事業者は、①、②ごとに、
それぞれに適用される規律等に基づき提供を受けることが可能

聴取範囲の明確化 競争上の地位を危うくすることがないよう、移動通信事業者の事業計画等の聴取範囲を限定

コンタクトポイント 一元的な窓口（コンタクトポイント）の設置や、標準的な事務処理手続の公表が望ましい
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コンテンツ配信事業、通信プラットフォーム事業等（電気通信事業法第164条第１項第３号）は、電気通信事業
法の適用除外（一部規定は適用）となる電気通信事業に該当 （≠電気通信事業者）。

非電気通信事業電気通信事業

① ②以外の事業

（携帯電話事業、FTTH事業等）

② 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役
務以外の電気通信役務を電気通信回線設備を設置すること
なく提供する電気通信事業

（例）コンテンツ
配信事業者

電気通信回線設備は設置せ
ず、コンテンツ配信サーバの
みを設置して、自己と他人の

間の通信を実施
コンテンツ配信

電気通信事業法
の適用

■ 電気通信事業の登録・届出が必
要

■ 通信の秘密、検閲の禁止

■ 接続ルールの適用あり 等

紛争処理機能

電気通信事業者に該当 電気通信事業者に該当しない
電気通信事業者に

該当しない

■ 総務大臣の協議命令・裁定

■ 紛争処理委員会のあっせん・仲裁
等

■ 通信の秘密

■ 検閲の禁止

■ 禁止行為等規定適用事業者（ＮＴＴ東西・ドコモ）による業務への
不当な規律・干渉が禁止（保護対象）

①を営む者 ②を営む者

■ 電気通信事業

電気通信役務（電気通信設備を用い

て他人の通信を媒介し、その他電気通

信設備を他人の用に供することをい

う。）を他人の需要に応ずるために提

供する事業

電気通信事業法を改正し、コンテンツ配信事業者等と電気

通信事業者との間の紛争事案も対象に追加。

（平成23年６月から）

2-19 コンテンツ配信事業者等に係る紛争

● 電気通信設備（サーバ等）を用いて、天気予報やニュースなど
の情報データベースを構築し、その情報を、インターネットを経
由して利用者に提供するもの。

● 利用者（他人）の需要に応ずるためにインターネット経由での
情報送信（電気通信役務の提供）自体を目的として行っている
ことから、電気通信事業に該当するが、自己と他人（利用者）と
の間の通信であり、他人の通信を媒介していないと判断され
る。

【参考】電気通信事業法第164条第１項第３号に該当する電気通信事業の例

● 企業等から提供された製品ＰＲやイベント開催案内等に関す
る情報を元に電子メールマガジンを作成し、予め登録した購読
者等に対して送信するもの。

● 購読者（他人）の需要に応ずるためにインターネット経由での
情報送信（電気通信役務の提供）自体を目的として行っている
ことから電気通信事業に該当するが、企業等から提供された情
報を元に電子メールマガジンを作成して購読者に送信している
ことから、他人の通信を媒介していないと判断される。

● 広範なWebサイトのデータベースを構築し、検索語を含むＷｅｂ
サイトのＵＲＬ等を、インターネットを経由して利用者に提供する
もの（狭義のポータルサイト）。

● 自己と他人（利用者）との間の通信であり、他人の通信を媒介
していないと判断される。

● 労務管理や販売管理等を行うアプリケーションソフトウェアを
インストールしたサーバ等を設置して、インターネット等を経由
して当該ソフトを企業等に利用させるもの（狭義のＡＳＰサービ
ス）。

● 自己と他人（利用者）との間の通信であり、他人の通信を媒
介していないと判断される。

● インターネット経由で複数の店舗でネットショッピングを行うことができる「場」を提供するもの。

● 「場」の提供を行う場合であっても、サービスの一部として利用者間のメッセージの媒介を行う機能を提供している場合は、
他人の通信を媒介していると判断される。

 電気通信回線設備を設置せず、かつ、他人の通信を媒介しない電気通信事業（電気通信事業法第164条
第１項第３号に該当する電気通信事業）に該当する主な事例は以下のとおり。

（ただし、事業の内容（サービス提供の形態等）によっては異なる判断となる場合がある。）

電子メールマガジンの配信 各種情報のオンライン提供

Webサイトのオンライン検索

インターネット上のショッピングモール

ソフトウェアのオンライン提供
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３ 電波利用の動向

(1) 我が国の電波の基本・利用形態

(2) 携帯電話等への周波数割当て状況

(3) 移動通信システムの進化（第１世代～第５世代）

(4) 第５世代移動通信システム（５Ｇ）

(5) 第５世代移動通信システムの推進

(6) ５Ｇの周波数割当て

(7) ローカル５Gの概要

(8) 無線局開設等に係る紛争

3-1 我が国の電波の基本・利用形態

降雨で弱められる

ＦＭ放送(コミュニティ放送) マルチメディア放送
防災行政無線 消防無線 列車無線
警察無線 簡易無線 航空管制通信
無線呼出 アマチュア無線 コードレス電話

ＶＨＦ

船舶・航空機無線 短波放送
アマチュア無線

短 波

船舶通信 中波放送（ＡＭラジオ）
アマチュア無線 船舶･航空機用ビーコン

中 波 電波天文 衛星通信
簡易無線 レーダー

ミリ波船舶･航空機用ビーコン
標準電波

長 波

波長
周波数

超長波
ＶＬＦ

長 波
ＬＦ

中 波
ＭＦ

短波
ＨＦ

超短波
ＶＨＦ

極超短波
ＵＨＦ

マイクロ波
ＳＨＦ

ミリ波
ＥＨＦ

サブミリ波

10km
30kHz
(3万ﾍﾙﾂ)

1km
300kHz

(30万ﾍﾙﾂ）

100m
3MHz

(300万ﾍﾙﾂ)

10m
30MHz

(3千万ﾍﾙﾂ)

1m
300MHz
(3億ﾍﾙﾂ)

10cm
3GHz

(30億ﾍﾙﾂ)

1cm
30GHz

(300億ﾍﾙﾂ)

1mm
300GHz
(3千億ﾍﾙﾂ)

0.1mm
3000GHz
(3兆ﾍﾙﾂ)

100km
3kHz

(3千ﾍﾙﾂ)

利用技術の難易度

伝送できる情報量

電波の伝わり方

難しい

大きい

直進する

主な利用例

小さい

障害物の後ろに回り込む

易しい

船舶無線
（VHF他）

ラジオ
（中波、短波他）

電波時計
（長波）

衛星通信、
衛星放送

(BS/CS)
（マイクロ波他）

携帯電話
（700、800、900MHz、
1.5、1.7、2、3.5GHz）

携帯電話 ＰＨＳ ＭＣＡシステム
タクシー無線 ＴＶ放送 防災行政無線
移動体衛星通信 警察無線 簡易無線
レーダー RFID アマチュア無線
無線ＬＡＮ（2.4GHz帯） コードレス電話
ＩＳＭ機器

ＵＨＦ

固定間通信 放送番組中継
衛星通信 衛星放送
レーダー 電波天文･宇宙研究
携帯電話（3.5GHz帯）
無線ＬＡＮ（5GHz帯）
無線アクセスシステム(22,26,38GHz帯)
狭域通信システム(ETC) ＩＳＭ機器

マイクロ波

使いやすい帯域→需要大

主に携帯電話、放送、衛星通
信等で利用

携帯電話等の普及により、無線局数は大幅に増加 （昭和60年：約381万局 ⇒ 令和元年12月：約2億6,364万局）。
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［携帯電話・全国ＢＷＡへの割当て状況］

周波数

波長

30kHz
(3万Hz)
10km

300kHz
(30万Hz）

1km

3MHz
(300万Hz)

100m

30MHz
(3千万Hz)

10m

300MHz
(3億Hz)

1m

3GHz
(30億Hz)
10cm

30GHz
(300億Hz)

1cm

300GHz
(3千億Hz)

1mm

3000GHz
(3兆Hz)
0.1mm

3kHz
(3千Hz)
100km

船舶･航空機用ﾋﾞｰｺﾝ
標準電波

船舶通信
ＡＭラジオ

航空機用ﾋﾞｰｺﾝ

船舶･航空機無線
アマチュア無線

短波放送

防災行政無線
消防・警察無線
航空管制通信
ＦＭ放送

携帯電話･PHS
広帯域移動無線

ｱｸｾｽｼｽﾃﾑ
無線LAN

地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送
衛星測位、衛星通信

衛星通信
衝突防止ﾚｰﾀﾞｰ(車)

携帯電話
無線LAN
衛星通信
衛星放送

主な利用分野
環境計測
(ｾﾝｼﾝｸﾞ)

超長波
ＶＬＦ

長 波
ＬＦ

中 波
ＭＦ

短波
ＨＦ

超短波
ＶＨＦ

極超短波
ＵＨＦ

ミリ波
ＥＨＦ

サブ
ミリ波

マイクロ波
ＳＨＦ

赤外線
可視光
紫外線

事業者
合計

（周波数幅）

周波数帯

700
MHz帯

800
MHz帯

900
MHz帯

1.5
GHz帯

1.7
GHz帯

2
GHz帯

2.5
GHz帯

3.4＆3.5
GHz帯

3.7
GHz帯

4.5
GHz帯

28
GHz帯

NTTドコモ 840MHz 840MHz 20MHz 30MHz ― 30MHz 40MHz 40MHz ― 80MHz 100MHz 100MHz 400MHz

KDDI 790MHz
840MHz

20MHz 30MHz ― 20MHz 40MHz 40MHz ― 40MHz 200MHz ― 400MHz

UQｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 50MHz ― ― ― ― ― ― 50MHz ― ― ― ―

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ 720MHz
750MHz

20MHz ― 30MHz 20MHz 30MHz※ 40MHz ― 80MHz 100MHz ― 400MHz

ワイヤレス・シティ・
プランニング

30MHz ― ― ― ― ― ― 30MHz ― ― ― ―

楽天モバイル 540MHz 540MHz ― ― ― ― 40MHz ― ― ― 100MHz ― 400MHz

使いやすい帯域

※ このほかにPHSシステム（TDD用：31.2MHz）あり

3-2 携帯電話等への周波数割当て状況

・ビル陰や木陰にも電波が伝わる
・大量の情報の伝送が可能

3-3 移動通信システムの進化（第１世代～第５世代）

1990 2000 2010 20201980

(bps)

10k

1G

100M

10M

1M

100k

アナログ方式

⾳声
デジタル方式

パケット通信

第２世代

メール

静⽌画
（カメラ）

ブラウザ

動画

第３世代

LTE-Advanced

第４世代

最⼤通信速度は
30年間で約10万倍

(年)

10G

世界共通の
デジタル方式

⾼精細動画

最
大

通
信

速
度

第５世代

LTE

3.9世代

3.5世代

10年毎に進化

第１世代
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3-4 第５世代移動通信システム（５Ｇ）

 「第５世代移動通信システム（５Ｇ）」は、超高速だけでなく、超低遅延や多数同時接続といった従来にない
特長を有しており、AI/IoT時代の基盤インフラとして期待。

地域課題解決型ローカル5G等の実現
に向けた開発実証
（2020年度〜2022年度）

５Ｇ総合実証試験
（2017年度〜2019年度）

FY2019 2020 2021 2022 2023

５Ｇ⽤周波数次期割当ての検討

割当てから2年以内に
全都道府県で
サービス開始

プレサービス
開始

(2019年9⽉)

ローカル５Ｇの検討
★2019年12⽉に⼀部制度化

割当てから５年以内に
５０％以上のメッシュで
基地局展開

５
Ｇ
⽤
周
波
数
割
当
て

2019年4⽉

多様な５Ｇサービスの
展開・推進

ラグビーＷ杯 東京オリンピック・パラリンピック

商⽤サービス
開始

(2020年3⽉)

（※携帯事業者４者の計画値を合算したもの）

5年以内に全国の約98％の
メッシュで基地局展開※

3-5 第５世代移動通信システムの推進

 2019年4月10日に周波数割当てを実施。2020年春より商用サービス開始。

 2024年までに全国の約98％のメッシュで基地局展開。多様なサービスを展開・推進。
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3-6 ５Ｇの周波数割当て

 ５Ｇ全国サービス用周波数として、3.7GHz帯／4.5GHz帯の６枠、28GHz帯の４枠、計10枠を割当て

【3.7GHz帯】

【4.5GHz帯】

4500MHz

⑥
NTTドコモ

100MHz ↑↓

【28GHz帯】

②
NTTドコモ

400MHz ↑↓

①
楽天モバイル
400MHz ↑↓

③
楽天モバイル
100MHz ↑↓

②
KDDI/沖縄セルラー電話

100MHz ↑↓

3600MHz 3700MHz 3800MHz

④
ソフトバンク
100MHz ↑↓

⑤
KDDI/沖縄セルラー電話

100MHz ↑↓

3900MHz 4000MHz 4100MHz

①
NTTドコモ

100MHz ↑↓

④
ソフトバンク
400MHz ↑↓

27.0GHz 27.4GHz 27.8GHz 29.1GHz 29.5GHz28.2GHz

4600MHz

③
KDDI/沖縄セルラー電話

400MHz ↑↓

3-7 ローカル５Ｇの概要

建物内や敷地内で自営の５Gネットワークとして活用ゼネコンが建設現場で導⼊
建機遠隔制御

事業主が⼯場へ導⼊
スマートファクトリ

農家が農業を⾼度化する
⾃動農場管理

⾃治体等が導⼊
河川等の監視

センサー、4K/8K

 ローカル5Gは、地域や産業の個別のニーズに応じて地域の企業や自治体等の様々な主体が、
自らの建物内や敷地内でスポット的に柔軟に構築できる5Gシステム。

＜他のシステムと比較した特徴＞

 携帯事業者の５Ｇサービスと異なり、
 携帯事業者によるエリア展開が遅れる地域において５Ｇシステムを先行して構築可能。
 使用用途に応じて必要となる性能を柔軟に設定することが可能。
 他の場所の通信障害や災害などの影響を受けにくい。

 Wi-Fiと比較して、無線局免許に基づく安定的な利用が可能。
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○ あっせん･仲裁の制度を創設し、無線局を新設する場合等に行う既存無線局との混信防止に関する協議を促進。

○ あっせん･仲裁の手続を行うことができる無線局は、次のとおり。

・ 電気通信業務の用に供する無線局 ・ 鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線局

・ 放送の業務の用に供する無線局 ・ ガス事業に係るガスの供給の業務の用に供する無線局

・ 地方公共団体の防災行政事務の用に供する無線局 ・ MCA陸上移動通信業務の用に供する無線局

・ 電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線局

※ あっせん･仲裁等による既存無線局との調整の結果、契約を締結したときは、その内容を免許等申請に際して
提出。

※ 無線局の免許人等は、混信防止に関する協議の申入れがあったときは、電波の公平かつ能率的な利用を確保
する見地から、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。

（無線局運用規則の一部改正）

周波数が逼迫する中、新システムの導入に際して必要な、電波の混信を防止するための既存の無線局等との調
整が１年から２年半に長期化する事例が発生、迅速な新サービスの提供が困難となる可能性。

新設基地局Ａ

端末Ｂ

既存基地局Ｂ
新設基地局Ａ

端末Ｂ

電気通信紛争処理委員会のあっせん・仲裁により、
Ａからの妨害がないよう、Ａの費用負担によりＢを改造。

→ Ａの開設が可能。 ☆Ａ、Ｂ共に、電波の利用が可能。

新設基地局Ａの発射電波が、既存無線局Ｂの通信を妨害
→ Ａの開設は不可。

既存基地局Ｂ免許不可 免許可能

電気通信紛争処理
委員会によるあっせん・仲裁

改正後の制度従前の制度

電波法・電気通信事業法の一部改正（平成20年4月1日施行）

3-8 無線局開設等に係る紛争
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４ 放送事業の動向

(１) 放送の主な分類

(２) 放送事業の参入に係る制度の概要

(３) 放送対象地域

(４) 民間地上テレビジョン放送事業者の番組系列（テレビジョン放送・127社）

(５) 放送メディアの市場規模

(６) 民間地上テレビジョン放送事業者の経営状況

(７) ケーブルテレビ事業者の収支状況（平成30年度）

(８) ケーブルテレビの普及状況（平成30年度）

(９) 各都道府県におけるケーブルテレビ（自主放送あり）の普及率

(10) 区域外再放送の問題

(11) 再放送同意と大臣裁定

(12) ４Ｋ・８Ｋの概要

(13) ４Ｋ・８Ｋ推進のためのロードマップ～第二次中間報告（2015年７月）

(14) 新４Ｋ８Ｋ衛星放送を行う事業者

有線放送

地上放送

衛星放送

テレビ

ラジオ

BS放送

東経110度CS放送

中波（AM）

超短波（FM）

東経124/128度CS放送

地上放送

東経110度ＣＳ放送

ＢＳ放送

東経124/128度
ＣＳ放送

マルチメディア放送

有線放送
（ケーブルテレビ・IPTV）

4-1 放送の主な分類
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4-2  放送事業の参入に係る制度の概要

基幹放送事業者 一般放送事業者

ソフトとハードの事業者が
一致している場合
（特定地上基幹放送事業者）

電波法に基づく「免許」

※５年ごとに再免許
放送法に基づく「登録」 放送法に基づく「届出」

ソフトとハードの事業者が
異なっている場合

放送法に基づく「認定」

※５年ごとに更新

基幹放送 一般放送

放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられる
ものとされた周波数の電波を使用する放送

基幹放送に該当しない放送

放送エリア：広い
視聴者への影響：大きい

放送エリア：狭い
視聴者への影響：小さい

（具体例）

○ 地上基幹放送
（地上テレビ、AMラジオ、FMラジオ、コミュニティFM放送）

○ 移動受信用地上基幹放送（マルチメディア放送）

○ 衛星基幹放送 （ＢＳ放送、110度ＣＳ放送）

（具体例）

○124/128度ＣＳ放送

（テレビ、ラジオ）

○ケーブルテレビ（大規模）

（具体例）

○有線ラジオ

○エリア放送

○ケーブルテレビ（小規模）

【放送の業務の種類と参入規律】

放送の業務（ソフト）については放送法、設備の設置（ハード）については電波法等により規律。

(1) 規定の仕方
① 放送の主体（ＮＨＫ、放送大学学園、基幹放送事業者）
② 放送の種類（テレビジョン放送、中波放送、超短波放送等）等に基づき設定

(2) 具体例 （地上基幹放送＜テレビジョン放送＞）
① ＮＨＫ

関東広域圏（茨城県、栃木県及び群馬県を含まない）、関東広域圏にある県を除く各道府県
② 基幹放送事業者

広域圏 ：関東広域圏、近畿広域圏、中京広域圏
複数の県域：鳥取県及び島根県、岡山県及び香川県
その他 ：上記以外の各都道府県

(1) 放送対象地域ごとに放送系の数の目標を設定
放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、基幹放送普及計画において、放送対象地域ごとに普及させる
放送系の数の目標を設定。

(2) 放送対象地域内では、難視聴解消の義務又は努力義務
放送事業者は、放送対象地域内で、その放送があまねく受信できるように努めることとされている。

（ＮＨＫには、テレビジョン放送及びラジオ放送＜中波放送・超短波放送のいずれか＞が全国において受信できるように措置をすることを義務付け）

4-3 放送対象地域

同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域（放送法第９１条第２項第２号）のことであり、

その地域の自然的、経済的、社会的、文化的諸事情や周波数の効率的使用を考慮して、基幹放送普及計画において定める
（放送法第９１条第３項）。

放送対象地域の概念

放送対象地域の効果

放送対象地域の例
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4-4  民間地上基幹放送事業者の番組系列（テレビジョン放送・127社）（2020年４月１日現在）
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※ 赤字はラテ兼営社

放送メディアの収入 平成30年度 3兆9,234億円

・ 放送メディアの市場規模は、平成30年度において、3兆9,234億円。

・ 各放送事業者のシェアは、地上系民間基幹放送事業者が59.3％、ＮＨＫが18.7％、有線テレビジョン放送

事業者が12.8％、衛星系民間放送事業者が9.2％。

4-5 放送メディアの市場規模

地上系民間基幹放送事業者(195社)
2兆3,253億円(59.3%)

ＮＨＫ
7,332億円(18.7%)

衛星系民間放送事業者(41社)
3,619億円(9.2%)

有線テレビジョン放送
事業者(287社)
5,030億円(12.8%)

【衛星系民間放送事業者内訳】

衛星基幹放送（ＢＳ放送）（22社） 2,181億円（5.6%）

衛星基幹放送（東経110度ＣＳ放送）（20社） 789億円（2.0%）

衛星一般放送（4社） 649億円（1.7%）

【地上系民間基幹放送事業者内訳】

テレビジョン放送単営(95社) 1兆9,357億円（49.3%）

ＡＭ放送・テレビジョン放送兼営(32社) 2,768億円（ 7.1%）

その他(※)単営(68社)   1,129億円（ 2.9%）

※…ＡＭ(15社)、短波(1社)及びＦＭ(52社)

（注1）（ ）内の％は、放送メディアに占める各媒体のシェア。
小数点第2位を四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。

（注2）「地上系民間基幹放送事業者」には、一般財団法人道路交通情報通信システム
センター及びコミュニティ放送事業者を含めていない。

（注3）ＮＨＫについては損益計算書（一般勘定）の経常事業収入、経常事業外収入及び
特別収入の和から未収受信料欠損償却費を差し引いた値。

（注4）放送大学学園を除く。
（注5）「有線テレビジョン放送事業者」とは、有線電気通信設備を用いて自主放送を行う

登録一般放送事業者（営利法人に限る。）のうち、ＩＰマルチキャスト方式による
事業者等を除く者。

(注6）「衛星系民間放送事業者」の内訳には、ＢＳ放送と東経110度ＣＳ放送を兼営する
事業者が４社存在し、また、衛星基幹放送と衛星一般放送を兼営する事業者が１社
存在するため、総数（41社）とは一致しない。
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4-6 民間地上テレビジョン放送事業者の経営状況

年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

キー局
（５局）

売上高 11,219(2,244) 11,395(2,279) 11,402(2,280) 11,428(2,286) 11,612(2,322) 11,433(2,287) 11,486(2,297)

営業損益 653(131) 660(132) 668(134) 730(146) 722(144) 705(141) 733(147)

準キー局
（４局）

売上高 2,417(604) 2,443(611) 2,474(619) 2,511(628) 2,543(636) 2,508(627) 2,466(617)

営業損益 142(35) 144(36) 140(35) 145(36) 158(40) 146(36) 136(34)

中京広域局
（４局）

売上高 1,152(288) 1,156(289) 1,151(288) 1,157(289) 1,175(294) 1,172(293) 1,160(290)

営業損益 118(30) 110(27) 121(30) 113(28) 99(25) 96(24) 88(22)

ローカル
テレビ局
（114局）

売上高 6,832(60) 6,941(61) 7,055(62) 7,112(62) 7,170(63) 7,107(62) 7,012(62)

営業損益 466(4) 548(5) 575(5) 586(5) 566(5) 490(4) 423(4)

（億円）
売上高の合計 売上高の平均（億円）

（単位：億円） （ ）内は１社平均
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4-7 ケーブルテレビ事業者の収支状況（平成30年度）

・ ケーブルテレビ事業の営業収益及び営業利益はいずれも微増となった。
・ 287社中258社（89.9%）が単年度黒字を計上。

注：調査対象は、有線電気通信設備を用いて自主放送を行う登録一般放送事業者（営利法人に限る。）のうち、IPマルチキャスト方式による事業

者等を除く者288社。
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4-8 ケーブルテレビの普及状況（平成30年度）

・ 登録に係る自主放送を行うための有線電気通信設備によりサービスを受ける加入世帯数は平成31年３月末
で約3,055万世帯、対前年度比1.1％の増加。

・ 有線電気通信設備を用いて自主放送を行う登録一般放送事業者数は504事業者（対前年度比0.8％減）。

自主・再放送別の加入世帯数の推移 ケーブルテレビの事業者数及び設備数

注：自主放送を行う設備による加入世帯数はＲＦ方式及び
ＩＰマルチキャスト方式の合計値

ア 事業者数
有線電気通信設備を用いて放送を行う登録一般放送事業者数は698事業者で、
対前年度比約4.0%の減少。

区 分 平成29年度末 平成30年度末 増減数 増減率

登録に係る自主放送を行う
ための有線電気通信設備 504  492  ‐12 ‐2.4%

登録に係る再放送のみを行う
ための有線電気通信設備 223  206  ‐17 ‐7.6%

合計 727 698 ‐29  ‐4.0%

イ 設備数
登録に係る有線電気通信設備は987設備で、対前年度比約2.2%の減少。

区 分 平成29年度末 平成30年度末 増減数 増減率

登録に係る自主放送を行う
ための有線電気通信設備 670  659  ‐11  ‐1.6%

登録に係る再放送のみを行う
ための有線電気通信設備 339  328  ‐11  ‐3.2%

合計 1,019  987  ‐22  ‐2.2%

2,918  2,948  2,980  3,022  3,055 

79  87  91  93  97 2,997  3,036  3,070  3,115  3,151 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

再放送のみを⾏う設備

⾃主放送を⾏う設備
万世帯

※平成31年3月末現在。
※普及率は、平成31年1月1日現在の住民基本台帳世帯数から算出。
※上記の統計値については、ＩＰマルチキャスト方式による放送に係るものを含む。

4-9 各都道府県におけるケーブルテレビ（自主放送あり）の普及率
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都道府県 普及率 都道府県 普及率

北海道 26.5% 滋賀県 38.0%

⻘森県 17.6% 京都府 46.4%

岩⼿県 18.6% ⼤阪府 86.7%

宮城県 28.0% 兵庫県 72.3%

秋⽥県 16.8% 奈良県 47.4%

⼭形県 16.8% 和歌⼭県 37.4%

福島県 3.9% ⿃取県 62.9%

茨城県 21.9% 島根県 55.7%

栃⽊県 22.7% 岡⼭県 33.8%

群⾺県 13.8% 広島県 29.0%

埼⽟県 56.7% ⼭⼝県 62.4%

千葉県 58.1% 徳島県 90.0%

東京都 78.6% ⾹川県 27.9%

神奈川県 72.4% 愛媛県 37.3%

新潟県 24.6% ⾼知県 25.2%

富⼭県 66.9% 福岡県 46.6%

⽯川県 44.7% 佐賀県 54.9%

福井県 75.9% ⻑崎県 35.5%

⼭梨県 79.6% 熊本県 29.2%

⻑野県 49.4% ⼤分県 68.7%

岐⾩県 38.0% 宮崎県 42.0%

静岡県 27.4% ⿅児島県 7.8%

愛知県 53.2% 沖縄県 19.1%

三重県 72.7% 全国 52.2%
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Ｙ地上テレビジョン放送事業者

X地上テレビジョン放送事業者

Ｂ県

Ａ県

ケーブルテレビ事業者

視聴率が落ち
るので困る

同意できない

（地上基幹放送事業者の問題意識）

○ Ｂ県において視聴できるチャンネル数が増加するため、Ｂ県の既存地上テレビジョン放送
事業者（Ｙ）の視聴率を低下させるおそれがある。

○ Ａ県の地上テレビジョン放送事業者（Ｘ）はＢ県での再放送を念頭に置いていないため、
番組編集上の配慮ができない。

Ａ県の地上テレビジョン放送事業者が区域外再放送に否定的で
紛争に発展することがある

4-10 区域外再放送の問題

「区域外再放送」とは、 Ａ県を放送対象地域とする地上基幹放送（地上テレビジョン放送）事業者の放送を、

ケーブルテレビ事業者が受信して、放送対象地域が異なるＢ県内の世帯に再放送すること。

Ｂ県での視聴は想
定していない

１ 放送番組の同一性やチャンネルイメージの確保に関わる次のいず

れかの場合

２ 放送対象地域以外の地域での再放送である場合には、基幹放送

事業者の「番組編集上の意図」である「放送の地域性に係る意図」

の侵害の程度が「受信者の利益」の程度との比較衡量において許

容範囲内（受忍限度内）にあるとは言えない場合

① 意に反して、放送番組が一部カットして有線放送される場合

② 意に反して、異時再放送される場合

③ 当該チャンネルで別の番組の有線放送を行い、基幹放送事業者
の放送番組か他の番組か混乱が生じる場合

④ 有線テレビジョン放送事業者としての適格性に問題がある場合

⑤ 良質な再放送が期待できない場合

（その他）

○ 地元放送事業者の経営に与える影響等は、地元同意の有無を
含め、「正当な理由」の判断に関して考慮されないこと。

○ 「地域間の関連性」については、通勤等の人の移動状況等地域
間における交流状況等に基づき個別判断。

○ 少なくとも、放送対象地域の隣接市町村での再放送は、再放送
の同意をしない「正当な理由」には該当しないこと等を例示。

再放送ガイドライン(※)による 「正当な理由」の解釈

※ 括弧内は放送法 （昭和25年法律第132号）の関連条項

諮問

総務大臣

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
事
業
者
等

地
上
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
事
業
者同意拒否

協議に応じない／協議不調

裁定

電気通信紛争処理委員会

同意しないことにつき正当な
理由がある場合を除き、同
意すべき旨を裁定

（144条３項）

再放送実施には、放送事業者
の同意が必要（11条）

答申

協議を申し入れたにもかかわらず
・相手方が協議に応じない
・協議が調わない

ときは、裁定申請が可能（144条１項）

協議

同意要請

裁定申請

※ 有線テレビジョン放送事業者による基幹放送事業者の地上基幹放送（テ
レビジョン放送に限る。）の再放送の同意に係る協議手続及び裁定における
「正当な理由」の解釈に関するガイドライン

4-11 再放送同意と大臣裁定
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4-12 ４Ｋ・８Ｋの概要

● 地上放送のデジタル移行が完了（2012年3月末）し、放送が完全デジタル化。ハイビジョンの放送インフラが整備。

● 現行ハイビジョンを超える画質（いわゆるスーパーハイビジョン）の映像の規格が標準化（2006年、ＩＴＵ（国際電気通信連合））。

規格は、「４Ｋ」「８Ｋ」（Ｋは1000の意。）の二種類（現行ハイビジョンは「２Ｋ」）。

● ４Ｋは現行ハイビジョンの４倍、８Ｋは同じく１６倍の画素数。高精細で立体感、臨場感ある映像が実現。

解像度 主な画面サイズ 主な実用化状況

２Ｋ

４Ｋ

８Ｋ

約２００万画素

1,920×1,080
＝ 2,073,600

約８３０万画素

3,840×2,160
＝ 8,294,400

約３，３００万画素

7,680×4,320
＝33,177,600

３２インチ

６５インチ

映画・ＶＯＤ・
実用放送（衛星放送等）

実用放送（衛星放送）

映画・ＶＯＤ・
実用放送（衛星放送等）

２Ｋの４倍

８５インチ２Ｋの１６倍

約2,000 = 2K

約4,000 = 4K

約8,000 = 8K

２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 ２０１７年 ２０１８年 ２０２０年 ２０２５年頃

４Ｋ・８Ｋの普及に向けた基本的な考え方 ～２Ｋ・４Ｋ・８Ｋの関係

 新たに高精細・高機能な放送サービスを求めない者に対しては、そうした機器の買い換えなどの負担を強いることは避ける必要がある

 高精細・高機能な放送サービスを無理なく段階的に導入することとし、その後、２Ｋ・４Ｋ・８Ｋが視聴者のニーズに応じて併存することを前提し、無理のな
い形で円滑な普及を図ることが適切

地デジ等 継 続

２Ｋ

現行の２Ｋ放送

１２４/１２８
度ＣＳ

４Ｋ
実用放送

４Ｋ試験放送
４Ｋ

実用放送

４Ｋ
実用放送

４Ｋ試験放送

4K VOD実用
サービス

８Ｋに向けた実験的取組

８Ｋに向けた実験的取組

衛

星

ケーブル
テレビ

ＩＰＴＶ等

４Ｋ試験放送

4K VOD
トライアル

４Ｋ・８Ｋ

試験放送

４Ｋ
試験放送

ＢＳ
（右旋）

ＢＳ
（左旋）

１１０度ＣＳ
（左旋）

（ＢＳ17ch）

トラポンの
追加割当

４Ｋ
実用放送

４Ｋ・８Ｋ
実用放送

トラポンの
追加割当

４Ｋ
実用放送

＜目指す姿＞

・2020年東京オリンピック・

パラリンピック競技大会

の数多くの中継が４Ｋ・８

Ｋで放送されている。

・全国各地におけるパブ

リックビューイングにより、

2020年東京オリンピック・

パラリンピック競技大会

の感動が会場のみでなく

全国で共有されている。

・４Ｋ・８Ｋ放送が普及し、多

くの視聴者が市販のテレ

ビで４Ｋ・８Ｋ番組を楽し

んでいる。

（ＢＳ17chを含め、

２トラポンを目指す）
＜イメージ＞

・４Ｋ及び８Ｋ実用放送
のための伝送路として
位置付けられたＢＳ左
旋及び110度ＣＳ左旋
において多様な実用
放送実現・右旋の受信
環境と同程度に左旋
の受信環境の整備が
進捗

（注１）ケーブルテレビ事業者がIP方式で行う放送は「ケーブルテレビ」に分類することとする。
（注２）「ケーブルテレビ」以外の有線一般放送は「IPTV等」に分類することとする。
（注３）ＢＳ右旋での４Ｋ実用放送については、４Ｋ及び８Ｋ試験放送に使用する１トランスポンダ（ＢＳ１７ｃｈ）を含め2018年時点に割当て可能なトランスポンダにより実施する。この際、周波数使用状況、技術進展、参入希望

等を踏まえ、使用可能なトランスポンダ数を超えるトランスポンダ数が必要となる場合には、ＢＳ１７ｃｈを含め２トランスポンダを目指して拡張し、ＢＳ右旋の帯域再編により４Ｋ実用放送の割当てに必要なトランスポンダ
を確保する。

（注４）ＢＳ左旋及び110度ＣＳ左旋については、そのＩＦによる既存無線局との干渉についての検証状況、技術進展、参入希望等を踏まえ、2018年又は2020年のそれぞれの時点において割当て可能なトランスポンダにより、４
Ｋ及び８Ｋ実用放送を実施する。

（注５）2020年頃のBS左旋における４Ｋ及び８Ｋ実用放送拡充のうち８Ｋ実用放送拡充については、受信機の普及、技術進展、参入希望等を踏まえ、検討する。

４Ｋ・８Ｋ

4-13 ４Ｋ・８Ｋ推進のためのロードマップ～第二次中間報告（2015年7月）
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No 社名 チャンネル名 周波数 放送開始日

１ (株)ビーエス朝日 ＢＳ朝日４Ｋ ７ｃｈ 平成３０年１２月１日

２ (株)ＢＳテレビ東京 ＢＳテレ東４Ｋ ７ｃｈ 平成３０年１２月１日

３ (株)ＢＳ日本 ＢＳ日テレ ４Ｋ ７ｃｈ 令和元年９月１日

４ 日本放送協会 ※４Ｋ ＮＨＫ ＢＳ４Ｋ １７ｃｈ 平成３０年１２月１日

５ (株)ＢＳ－ＴＢＳ ＢＳ－ＴＢＳ ４Ｋ １７ｃｈ 平成３０年１２月１日

６ （株）ビーエスフジ ＢＳフジ４Ｋ １７ｃｈ 平成３０年１２月１日

ＢＳ右旋

ＢＳ左旋

１１０度ＣＳ左旋

No 社名 チャンネル名 周波数 放送開始日

１

(株)スカパー・エンターテイメント

J SPORTS １ (４Ｋ) ９ｃｈ 平成３０年１２月１日

J SPORTS ２ (４Ｋ) ９ｃｈ 平成３０年１２月１日２

３ J SPORTS ３ (４Ｋ) １１ｃｈ 平成３０年１２月１日

４ J SPORTS ４ (４Ｋ) １１ｃｈ 平成３０年１２月１日

５ スターチャンネル ４Ｋ １９ｃｈ 平成３０年１２月１日

６ スカチャン１ ４Ｋ １９ｃｈ 平成３０年１２月１日

７ スカチャン２ ４Ｋ ２１ｃｈ 平成３０年１２月１日

日本映画＋時代劇 ４Ｋ ２３ｃｈ 平成３０年１２月１日８

No 社名 チャンネル名 周波数 放送開始（予定）日

１ ＳＣサテライト放送(株) ショップチャンネル４Ｋ ８ｃｈ 平成３０年１２月１日

２ (株)ＱＶＣサテライト ４Ｋ ＱＶＣ ８ｃｈ 平成３０年１２月１日

３ (株)東北新社メディアサービス ザ・シネマ４Ｋ ８ｃｈ 平成３０年１２月１日

４ (株)ＷＯＷＯＷ ＷＯＷＯＷ １２ｃｈ 令和２年１２月１日

５ 日本放送協会 ※８Ｋ ＮＨＫ ＢＳ８Ｋ １４ｃｈ 平成３０年１２月１日

※新４Ｋ８Ｋ衛星放送の開始に向けて、新たに開放した電波

※新４Ｋ８Ｋ衛星放送の開始に向けて、新たに開放した電波

4-14 新４Ｋ８Ｋ衛星放送を行う事業者
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